
１ 会  議  名 決算特別委員会 
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３ 場    所 議場 

 

４ 出 席 委 員 牟田学委員長、渡辺久治副委員長、白石純一委員、 

 濵田洋一委員、西田数市委員、竹原信一委員、 

仮屋園一徳委員、竹原恵美委員、野畑直委員、 

中面幸人委員、大田重男委員、濵﨑國治委員、 

山田勝委員、岩﨑健二委員 

 

５ 事務局職員 議事係長 東 岳也、議事係 大漉 昭裕 
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係  長 勢屋 伸一 君  係  長 新町 勝利 君 

         ・税務課 

          課  長 川畑 宏之 君  課長補佐 前田 武三 君 

         ・生きがい対策課 

          課  長 早瀬 則浩 君  課長補佐 牛濵 美紀 君 

          園  長 永田 靖子 君  係  長 新坂 謙二 君 

係  長 中園 修  君  係  長 別府 輝雄 君 

係  長 猿楽 浩士 君 

・企画調整課 

 課  長 山元 正彦 君  課長補佐 池田 英人 君 

 係  長 本蔵 雄一 君 

・農政課 

 課  長 谷口 義美 君  参  事 野崎 清二 君 

          課長補佐 園田 豊  君  係  長 下薗 富大 君 

          係  長 牧内 達志 君 

         ・農業委員会 
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・水産林務課 

          課  長 山平 俊治 君  課長補佐 大石 直樹 君 

係  長 大野 勇人 君 

  

７ 会議に付した事件 

・認定第１号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（一般会計） 



 

・認定第２号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（国民健康保険特別会計） 

・認定第５号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（介護保険特別会計） 

・認定第６号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（後期高齢者医療特別会計） 

 

８ 議事の経過概要 別紙のとおり 
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決算特別委員会  ９月３０日（水）              開 会 １０時０２分 

 

審査の経過概要 

 

牟田学委員長 

昨日に引き続き委員会を開きます。 

ここで委員の皆さまにお願いいたします。質疑をされる場合は、ページ数、款、項、目、

節までお知らせいただきますようお願いいたします。 

 

（健康増進課・税務課入室） 

 

○認定第２号 平成２７年度阿久根市歳入歳出決算認定について（国民健康保険特別会計） 

それでは認定第２号を議題とし、健康増進課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

児玉健康増進課長 

  おはようございます。 

  それでは、認定第２号について主なものについて御説明申し上げます。 

初めに、国民健康保険の被保険者数等についてでありますが、主要事業の成果説明書の２

９ページをお開き下さい。平成２６年度の国保の加入世帯は年度平均で３,９４３世帯、被

保険者数は年度平均６,５４１人となっております。市全体から見た加入率は、世帯で３７.

６％、被保険者数では２９.３％となっております。平成２５年度と比べますと、世帯数で

５２世帯、被保険者数では１７９人がそれぞれ減となっている状況であります。 

次に、一般会計からの繰入金について御説明申し上げます。決算に関する説明書の５ペー

ジをごらんいただきたいと思います。第１０款繰入金１項１目一般会計繰入金の収入済額４

億７，１７９万９，０００円は、前年度比１億３，２５７万７，０００円、３９.１％の増

になっております。内訳としましては備考欄のとおりでありますが、保険税の７割・５割・

２割軽減分に対する財政措置の保険基盤安定繰入金が前年度比９.３％の増、職員給与費等

繰入金が前年度比１.１％の増、出産育児一時金等繰入金が前年度比５.２％の減、財政安定

化支援事業繰入金が前年度比６９.６％の増であります。そのうち、財政安定化支援事業繰

入金のうち法定外分につきましては昨日話をしましたとおり、２億４，１６１万４，８３２

円となりました。また、国保係では国保資格の異動処理や転入・転出の際の処理、出産育児

一時金と葬祭費の支給等を行っております。あわせて後期高齢者医療に係る事務も行ってお

るところであります。さらに、国保税の収納率アップのため、高額療養費等の支出の際に国

保税の滞納者については、口座振込ではなく現金支給として税務課と連携し納入相談を実施

しているところであります。なお、２名のレセプト点検の嘱託員がおりますけども、平成２

６年度は国保連合会から送付されてきたレセプト１１万７，４６２件について、その内容を

審査し過誤調整や再審査請求を行っているところであります。 

 それでは事業勘定の歳出から御説明いたします。決算に関する説明書６ページ、事項別明

細書８ページになります。第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額５，７１５万４，

６４５円は、職員７名分の人件費やレセプト点検嘱託員２名分の報酬、被保険者証の郵送

に係る役務費などが主なものであり、１２節役務費の不用額は郵便料の残が主なものであ

ります。 

次に、２項１目賦課徴収費の支出済額３２１万８，３５１円は、保険税の賦課徴収に係る

経費でありまして、市税等収納嘱託員１名分の報酬や郵便料、窓口収納手数料などの役務費

が主なものであります。２目納税奨励費の支出済額１７７万２，３５０円は、国保税の納税

報奨金になります。 
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次に、第２款保険給付費の支出済額２５億７，９０６万７，１８９円は、前年度比７，１

７９万４，３４０円、２.９％の増となっております。１項１目一般被保険者療養給付費の

支出済額２０億８，５８８万９，０１２円は、１０万６,８３９件分に係る療養給付費であ

り、前年度比５１９４万４，５００円、２.６％の増となりました。また、平成２６年度の

１人当たりの診療費は３６万２,６１９円で、前年度と比較しまして８.０％の増となってお

ります。２目退職被保険者等療養給付費の支出済額１億１，８４１万２，３３８円は６,７

８２件分になります。平成２６年度の１人当たりの診療費は４９万１，９２７円で、２５年

度が４１万２，８４２円であり、前年度と比較しまして１９.２％の増となっております。 

３目一般被保険者療養費の支出済額２，０７０万４，７０４円は２,７７１件分の療養費に

なります。４目退職被保険者等療養費の支出済額７１万３０６円は、９５件分になります。 

事項別明細書は１０ページになります。５目審査支払手数料の支出済額５５０万５，３６０

円は、レセプト審査支払手数料やレセプト電算処理手数料であります。２項１目一般被保険

者高額療養費の支出済額３億２，０６５万３，０９５円は、１か月の医療費がある一定の額

を超えると払い戻しをする制度でありまして、５,１８９件分であり、前年度比５.９％の増

となっております。４項１目出産育児一時金は、当初予算において２７件分、１，１３４万

円を計上しておりましたが、実績としまして１７件分、７２１万４，３３０円を支出し、４

１２万５，０００円余りの不用額となっております。５項１目葬祭費の支出済額１２０万円

は、１件３万円の４０件分になります。 

 次に、第３款後期高齢者支援金等１項１目後期高齢者支援金の支出済額３億４，３０３万

１，１２０円は、後期高齢者の医療費分、事務費分を社会保険診療報酬支払基金に拠出す

るものであり、社会保険診療報酬支払基金が示した算定基準により拠出したものでありま

す。決算に関する説明書は８ページ、事項別明細書は１２ページになります。第６款１項

１目介護納付金の支出済額１億６，１０５万４，７９４円は、介護保険制度における第２

号被保険者に係る費用を支払基金に拠出するものであります。前年度に比べ４.７％の減と

なっております。 

次に、第７款共同事業拠出金でありますが、これは国保連合会に拠出金として支払うもの

であります。１項１目高額医療費拠出金の支出済額１億３３１万８，４５０円は、レセプト

１件当たり８０万円を超える医療費について、３年間の実績を基に定められた計算式による

額を拠出したものであります。なお、高額な医療費の抽出を行いましたところ、最も高い方

で、１年間の医療費が約５，７００万円でありました。これは心疾患の患者さんでありまし

た。また、１件当たり３０万円以上の主病別分類では、第１位が、くも膜下出血、これが１

件当たり１９０万円の２件ありました。第２位が心疾患で、１件当たり１３８万円、これが

８３件ありました。また第４位には、虚血性心疾患で、１件当たり１３１万円で、これが６

８件となっております。心疾患の医療費が大きいようであります。２目保険財政共同安定化

事業拠出金の支出済額４億２，６１３万３９３円は、レセプト１件当たり３０万円を超える

医療費について、都道府県単位で共同事業として国保連合会が行うもので、連合会が示した

算定式による額を拠出したものであります。 

次に、第８款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費の支出済額１，０２９万９，９９

７円は、腹囲・高血圧症・高血糖・脂質異常などのメタボリックシンドロームに着目した生

活習慣病予防のために行う、特定健康診査業務の委託料が主なものでありまして、成果説明

書の３０ページにありますけれども、受診者が１,７００名で受診率が３３.１％となってお

ります。２項１目保健対策費の支出済額８３０万７，６９５円は、受診勧奨を行う訪問指導

嘱託員の人件費と成果説明書の３０ページにありますけれども、人間ドックの助成やはり・

きゅうの助成、温泉利用助成などの補助金が主なものであります。はり・きゅう助成につい

ては、１件当たり６００円の助成で年間３０回を限度として２,１８５件、人間ドック助成

は、補助対象額の７割の助成で１０３件の実績でありました。また、温泉利用助成につきま

しては、特定健診の結果説明会まで参加された方に、１人につき３００円の温泉利用助成券
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を１０枚交付しました。５０８人の方に交付し、使用枚数は３,１４９枚でありました。 

訪問指導嘱託員につきましては、１２月に実施される特定健診の脱漏者への訪問受診勧奨を

約２００件、情報提供という、かかりつけ医で特定健診を実施していただくための電話によ

る受診勧奨を８５７件行い、情報提供につきましては、平成２５年度が３７３人でありまし

たが、平成２６年度につきましては３９４人と、約２０人の増となっております。 

  次に、事項別明細書は１４ページになります。第１１款諸支出金１項３目償還金の支出済

額３，５１１万１，９２０円は、療養給付費等負担金等の交付確定に伴う国、県への精算返

納金であります。２項１目直営診療施設勘定繰出金の支出済額４０４万１，０００円は、大

川診療所の運営に係る国の調整交付金であります。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。決算に関する説明書は３ペー

ジ、事項別明細書は１ページになります。第１款国民健康保険税の収入済額、３億８，２９

３万５，００４円で、全体の収入率は６６.８％であり前年度と比べますと１.３ポイントの

減、現年度課税分が９２.３％で０.５ポイントの減、滞納繰越分が１０.７％で２.８ポイン

トの減となっております。事項別明細書は３ページになります。第４款国庫支出金１項１目

療養給付費等負担金の収入済額６億３，８２８万６，５０９円は、前年度比５.２％の増と

なっております。２目高額医療費共同事業負担金の収入済額２，５８２万９，６１２円は４

分の１、３目特定健康診査等負担金の収入済額２７３万円は３分の１の率による国の負担分

の額であります。 

次に、２項１目財政調整交付金の収入済額３億８，８０５万２，０００円は、決算に関す

る説明書の次のページになりますが、備考欄のとおり普通調整交付金、特別調整交付金、直

営診療施設運営分としてそれぞれ交付を受けたものであります。事項別明細書は４ページに

なります。第５款県支出金１項１目高額医療費共同事業負担金の収入済額２，５８２万９，

６１２円は４分の１、２目特定健康診査等負担金の収入済額２７３万円は３分の１の率によ

る県の負担分の額であります。 

次に２項１目財政調整交付金の収入済額１億７，９１１万１，０００円は、備考欄のとお

り普通調整交付金と特別調整交付金としてそれぞれ交付を受けたものであります。次に、第

６款１項１目療養給付費等交付金の収入済額１億４，３６５万２，０６２円は、退職者の医

療費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であり、前年度比１７.６％の減となっ

ております。第７款１項１目前期高齢者交付金の収入済額８億９，８８９万３，８１２円に

ついても、社会保険診療報酬支払基金からの交付金であり、前年度比８.５％の減となって

おります。 

次に、第８款共同事業交付金の収入済額５億４，１９０万５，８５６円は、前年度比８.

２％の増であり、１項１目高額医療費共同事業交付金は、レセプト１件当たり８０万円を超

える高額な医療費に対する国保連合会からの交付金、２目保険財政共同安定化事業交付金は

レセプト１件当たり３０万円を超え８０万円までの医療費を対象とした国保連合会からの交

付金であります。第１０款繰入金については、先ほど説明したとおりであります。事項別明

細書は６ページになります。第１２款諸収入４項２目一般被保険者第三者納付金の収入済額

７２９万２，８９５円は、交通事故に係る納付金であり、一般被保険者８名分であります。 

 以上で事業勘定を終わり、次に、直営診療施設勘定について御説明申し上げます。国民健

康保険特別会計の施設勘定は、大川診療所に係る経費であります。平成２２年１０月から医

師が不在となっていましたが、平成２３年６月に医療法人卓翔会と診療業務委託契約を締結

し再開したところであります。また平成２４年４月からは医療法人昴和会とも診療業務委託

契約を締結し、半日ずつではありますが週５日の診療ができているところであります。それ

では、歳出から御説明いたします。決算に関する説明書１２ページ、事項別明細書１８ペー

ジになります。第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額９９４万１，２６１円は、２名

の看護師と１名の医療事務の嘱託職員の報酬、事務用品や電気・水道・ガス代、レントゲン

装置やパソコンの保守料などが主なものであります。第２款医業費１項３目医薬品衛生材料
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費の支出済額１，２４２万９，５５９円は、医薬品等の購入費であり、４目検査等業務費の

支出済額１，０９６万９，１７０円は、先ほど申し上げました２か所の医療法人との診療業

務の委託料が主なものであり、１日当たりの委託料につきましては４万５，０００円となっ

ております。また，平成２６年度の診療日数につきましては、２４０日で延べ患者数が１,

７５２名、１日当たりの患者数は７.３人であります。第４款１項１目基金積立金の支出済

額６２万７，５０９円は、平成２５年度分繰越金の半分と診療所基金の運用利子分を積み立

てたものであります。第５款公債費の支出済額２０７万９，００６円は、診療所建物に係る

市債償還金の元金・利子分であります。 

 なお、２６年度末の償還金残高は、１，５８２万６，７４０円となっております。 

以上で歳出を終わり、次に、歳入について御説明申し上げます。決算に関する説明書は１

０ページ、事項別明細書は１５ページになります。第１款診療収入の収入済額２，１３３万

６，７１７円は、２項４目の７５歳以上を被保険者とした後期高齢者医療保険の診療報酬収

入１，４３１万７，４１１円が多くを占めております。３項１目諸検査等収入の収入済額７

７万１，６５０円は、主に各種予防接種料や介護保険に係る主治医意見書料等であります。 

事項別明細書は１６ページになります。第６款１項１目国民健康保険診療所基金繰入金の収

入済額１，１６０万円は、診療収入で不足する財源を補填したものであります。なお、平成

２６年度末における基金残高は、８７７万５，７１８円となりました。２項１目事業勘定繰

入金の収入済額４０４万１，０００円は、診療所の運営に係る国の調整交付金分を事業勘定

から繰り入れたものであります。 

以上で認定第２号についての説明を終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

白石純一委員 

事項明細書の１２ページ、７款１項１目の高額医療費拠出金、聞き間違いでなければとい

う感じでお聞きしたいんですけど、このうち１件について５，７００万幾らの拠出があった

というふうに理解しましたけれども、それでよろしいでしょうか。 

児玉健康増進課長 

白石委員にお答えします。拠出金がその金額、５，７００万円あったということではなく

て、８０万以上の医療費に係る中でこの方が一番高かった。その額が５，７００万円だった

ということになります。 

白石純一委員 

１件でその方の医療費が５，７００万ということですか。ということは、その方は自己負

担で１千数百万は自己負担されてるということでしょうか。 

児玉健康増進課長 

自己負担ということではなく、それは国保を使ってやってるわけでありまして、国保の中

で保険給付はして、自己負担分は７割、３割ですね、すみません。 

白石純一委員 

７割がこの一人の方については５，７００万ちゅうことですか。 

児玉健康増進課長 

医療費総額は５，７００万円でありまして、当然自己負担分は３割なんですが、高額にか

かりますから、残りの分は給付と、市からの給付という形になります。５，７００万円につ

いては、その方の医療費にかかったお金がそれだけという形になりますので。 

白石純一委員 

すみません、私もその辺不勉強なんですけれども、この高額医療費というのは上限はない

んでしょうか。 

新町係長 
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白石委員にお答えいたします。高額療養費については、通常の方であれば医療機関にかか

って、７割は市・国・県、３割は自己負担になるんですが、３割なんですけれども、その方

の所得とかに応じますけども、上限の限度額という一月の支払いの限度額があるものですか

ら、３割でもその限度額を飛び越えてしまいますよね、高額であれば。その分はまた高額で

払い戻しますので、高額での上の上限額というのはないですね。この５千何百万かかった方

は一月５千万じゃなくて、２６年度で、最初、入院して、最初手術とかあったものですから、

その月が２千何百万とか、そういうのが続いて、２６年度中でその方にかかった医療費が５

千何百万ということで、現在もまだ入院をされておりますので、その方に係る分は、手術が

終わっていますので、低くはなっておりますが、まだ続いている状況であります。 

以上です。 

白石純一委員 

細かいところまではあれでしょうけれども、具体的にどういう御病気でいらしたのかを教

えていただければ、可能な範囲で。 

児玉健康増進課長 

心疾患ということでなっております。心臓ですね。 

白石純一委員 

可能であれば年齢は何歳くらいの方というのは御開示できますでしょうか。何十歳代とい

うのでも結構ですけど。 

児玉健康増進課長 

五十代前半の方になります。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

説明書１０ページ、１２ページ、大川診療所なんですけれども、ずっと基金は底をついた

というところで、そこに積立金はある一定額を入れていく、だから基金がゼロになるように

は見えないんですが、まずは１２ページの４款１項１目積立金、これの算出はどのような根

拠でされてますでしょうか。 

児玉健康増進課長 

竹原委員にお答えします。４款１項１目の基金積立金の部分になりますが、財産運用収入、

財源として財産運用収入が４万９，６０３円ありますが、これにつきましては基金の運用利

子になります。一般財源の５７万７，９０６円につきましては、前年度の繰越金の二分の一

の額になります。基金の条例では、繰越金の二分の一以上を積み立てるということになって

おりますので、条例上、規定されている分を積み立てたということになります。 

竹原恵美委員 

予算の時に、予算を審議する時に、ここは医療費、賄うように利用者を増やしていきたい

というのは毎年言われてたことなんですが、薬剤の代金まで含めてランニングをさせたいと

いうときは、１１人以上は必要だというところで、ずっと市長はその利用者を増やしていく

方向に向けていく、だからここの整理も考えないし、必要だから永続させていきたいという

御意見があったんですが、それを全く、今、利用が全く変わらない状態、去年とも変わらな

いんですが、何か政策を打たれた、利用者を増やしたい方向で何か取られたんでしょうか。 

児玉健康増進課長 

竹原委員にお答えします。２６年度につきましては、大川の区長さん方が集まる機会で、

大川診療所の運営はどういったものだということでいろいろ説明等はしてはいるんですけれ

ども、なかなかその次の展開が見えてこないと。患者さん方にもチラシ等の配布も予定はし

とったんですけれども、診療所内での配布はしてるんですけれども、それもちょっと昨年度

は全戸とまではいかなかったということで、なかなかそこも進んでいかなかったというのが

現状であります。 



 

- 6 - 

以上であります。 

竹原恵美委員 

数でこう出てるんですけれども、この大川の診療所の運営の状態、財政の面として大川の

診療所、どういうふうに判断されますか。そういうふうに見て、どういうふうに判断されま

すか。どういう状況だと言葉で表現ができますか。 

児玉健康増進課長 

おっしゃられるとおり、なかなか患者さんも増えないということで、これから一般会計か

らの繰入金も出てくるんじゃないのかなというふうに思っております。当初、２６年度も当

初予算において一般会計からの繰入金を計上しましたけれども、基金と国の調整交付金があ

った関係で一般会計からの繰入金がなかったとこですが、２７年度の当初においても財源不

足ということで一般会計からの繰入金をせざるを得ない、予算を組まざるを得なかったとい

う状況にあります。しかしながら、大川診療所、今すぐ廃止するかというのはなかなか難し

い、そこはまた市長との政策的な判断にもなるかと思いますけれども、今のところできるだ

け患者を増やす方向で何とか取り組みをする必要があるのかなと思っています。 

以上です。 

牟田学委員長 

ほかに。 

山田勝委員 

大川診療所のことは、私はこれは市長のマニュフェストだから、せないかんだろうと思っ

てだまって４年間、だまって見とったけどね、やっぱり考え直さないかんですよ。毎年毎年、

一般会計から金をつぎ込んで、それでもそういうことよりも、もっとほかのことを考えたほ

うがいいと思いますよ。例えばね、大川地区の方々はバスで、タクシーで市民病院でも市内

の病院に送りつけるようなことを考えたほうがずっと経営も楽ですむし、一番びっくりした

のは、大川のね、牛之浜地区の人が、大川診療所はいらんて言わった。だからそういうのも、

あなた方はよく、私もよく市長にも言わな、総括でも言わないかんと思ってるんですけどね、

例えば徳洲会が車をぐりぐり回してね、友の会をつくって、徳洲会病院に連れてきますよ、

そういうことでもね、しないと、医師を見つけることもできない。医師としてもなんかの理

由で守ってくれていると思うけど、単に行政がですね、患者を見つけて経営をプラスにする

なんてナンセンスじゃ。ナンセンス。そういうのは通らない話だから、通らない話をいつま

でもぐたぐたぐたぐたせんごとしてくれ。 

以上。 

牟田学委員長 

ほかに。 

山田勝委員 

介護保険特別会計もいいんですか。 

牟田学委員長 

まだです。 

いいですか。なければ認定第２号について、審査を一時中止いたします。 

 

○認定第５号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（介護保険特別会計） 

次に、認定第５号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

児玉健康増進課長 

それでは、認定第５号について、主なものについて御説明申し上げます。 

初めに、介護保険の被保険者数等についてでありますが、主要事業の成果説明書の３１ペ

ージごらんいただきたいと思います。平成２６年度の第１号被保険者は月平均８,１８０人

で、要介護認定者は月平均で１,６２５人であります。 
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また，平成２７年３月末時点の６５歳以上の高齢者は８,２５８人で高齢化率３７.４％と

なっております。なお、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の介護認定者２４名を含ん

だ阿久根市全体での平成２７年３月末時点での介護認定者は、１,６２０人であります。 

次に、一般会計からの繰入金について御説明いたします。決算に関する説明書の２２ペー

ジをお開きください。第７款繰入金１項一般会計繰入金の収入済額、４億２，２９２万４，

０００円は、前年度比４３４万５，０００円、１.０％の増となりました。１目介護給付費

等繰入金は市が保険給付費の１２.５％分を負担するもので、前年度比２.０％の増となりま

した。２目地域支援事業繰入金は、介護予防事業費の対象経費の１２.５％分であり、３目

地域支援事業繰入金は、包括的支援事業・任意事業費の対象経費の１９.７５％分でありま

す。４目その他一般会計繰入金は、備考欄に記載の職員給与費等繰入金及び事務費繰入金で

あり、職員及び嘱託職員の人件費や一般管理に係る事務経費、北薩広域行政事務組合負担金

等の財源として繰り入れたものであります。 

それでは、事業勘定の歳出から御説明いたします。決算に関する説明書は２４ページ、事

項別明細書は３３ページになります。第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額３，９５

７万２，２４０円は、介護保険係４名と税務課２名に係る職員６名分の人件費や介護保険専

門指導嘱託員４名分の報酬などが主なものでありますが、平成２６年度は、第６期の介護保

険事業計画策定のため委員会を設置し、協議していただきました。その際の謝金が１２万８，

８００円、計画策定の委託料としまして、８４万２，４００円を支出しております。 事項

別明細書は３４ページになります。３項１目認定調査等費の支出済額１，００９万１，１７

９円は、新規の介護認定や更新を申請した方に係る調査費用であり、介護認定に必要な主治

医意見書手数料や郵便・電話料の役務費、更新等に係る申請についての訪問調査業務の委託

料であります。２目認定審査事務負担金の支出済額２，０２２万６，０００円は、北薩広域

行政事務組合で行う合同の認定審査会事務事業費の負担金であり、負担割合は均等割が１

０％、高齢者人口割が４５％、実績割が４５％で、実績割は平成２４年度の審査件数で算定

し負担したものであります。 

次に、第２款保険給付費の支出済額２６億７，１４３万８，２２５円は、前年度比８，２

４７万９８６円、３.２％の増となっております。第１項介護サービス等諸費は、要介護の

認定を受けた被保険者の方に対する居宅又は施設でのサービス給付費であります。１目居宅

介護サービス給付費の支出済額７億５，２７０万６，２５２円は、要介護の認定を受け、自

宅いわゆる居宅でサービスを受けた給付費であり、主要事業の成果説明書３５ページにあり

ますけれども、延べ１６,３８６件の利用でありました。中でも特殊寝台や歩行器等を貸与

する福祉用具貸与の利用件数が多く、次に通所リハビリテーションや通所介護、訪問介護等

が利用されております。３目地域密着型介護サービス給付費の支出済額５億３，６５６万４

０７円は、住み慣れた地域で介護サービスが受けられるよう、小規模多機能型居宅介護や認

知症対応型共同生活介護いわゆるグループホーム等で生活するサービスであり、新規に整備

した小規模特別養護老人ホームの利用が始まったことから、前年度比１億１，３４８万１，

５４９円、２６.８％の増となっております。５目施設介護サービス給付費の支出済額９億

６，２８７万７，５６９円は、桜ヶ丘荘などの介護老人福祉施設、回生苑などの介護老人保

健施設、出水郡医師会立第二病院などの介護療養型医療施設などにおける施設サービスであ

り、前年度比４.０％の減となっております。７目居宅介護福祉用具購入費の支出済額２６

４万３，６５１円は、ポータブルトイレやシャワーベンチ等の給付をしたもので１２４件の

実績であります。８目居宅介護住宅改修費の支出済額１，０９６万１０３円は、１４１件に

ついて、段差の解消や手すり等の取り付けなどの改修に係る給付であり、１人当たり２０万

円が限度となっております。決算に関する説明書は２６ページになります。９目居宅介護サ

ービス計画給付費の支出済額９，７４３万２，４５５円は、介護サービスを受けるための基

本となるケアプラン作成で、７,２１３件分となっております。事項別明細書は３６ページ

になります。第２項介護予防サービス等諸費は、要支援と認定された被保険者の方に対する
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サービス給付費になります。２項１目介護予防サービス給付費の支出額８，９８８万４，１

６１円は、主要事業の成果説明書３７ページのとおり４,３１４件の利用件数で、介護予防

訪問介護、介護予防通所介護が多く利用されている状況にあります。３目地域密着型介護予

防サービス給付費の支出済額６６５万６，５８０円は、小規模多機能型居宅介護事業所に係

る分が主なものであります。５目介護予防福祉用具購入費の支出額７３万１，１９６円は、

ポータブルトイレやシャワーベンチ等の給付をしたもので、３３件の購入分になります。６

目介護予防住宅改修費の支出額４０６万７，９７３円は、４９件分につきまして、段差の解

消や手すり等の取り付けなどの改修に係る給付であります。７目介護予防サービス計画給付

費の支出済額１，２０１万３，８４０円は、介護予防ケアプランの作成に係る経費であり、

２,８２６件の実績となっております。３項１目審査支払手数料の支出済額２３１万７，０

８４円は、毎月各事業所から提出されます介護報酬請求書を国保連合会で審査する手数料と

なっております。４項高額介護サービス等費の支出済額６，２２７万７，６９６円は、世帯

ごとに居宅サービスや施設サービスでかかった利用料負担の１か月の合計額が３７,２００

円、市民税非課税世帯で２４,６００円、老齢福祉年金や生活保護受給者で１５,０００円を

超えた場合に、超えた分に対して支給するもので、高額介護サービス費と高額介護予防サー

ビス費で５,６４２件分の給付をしております。決算に関する説明書は２８ページ、事項別

明細書は３８ページになります。５項高額医療合算介護サービス等費の支出済額５１８万１，

３２８円は、平成２０年度に設けられた制度でありまして、介護保険制度における限度額と

他の医療保険制度について月ごとの限度額の集計を１年分の集計に再計算しまして、限度額

を超えた分が支給され、後期高齢者医療と国保制度との合算分で２１７件の給付をしており

ます。７項特定入所者介護サービス等費の支出額１億２，５１２万７，９３０円は、介護施

設入所者の方につきましては、居住費・食費は自己負担になりますけれども、住民税非課税

世帯等の低所得者の方が施設サービスを利用する際には、一定の限度額を超えた分について

給付するもので、要介護の方４,２９２件と要支援の方２５件分を給付しております。施設

入所者の利用が増加しているため、前年度比１３.９％の増となっております。 

次に、第５款地域支援事業費は、被保険者が要介護・要支援状態となることを予防すると

ともに要介護状態となった場合にも、可能な限り地域において自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とした事業となっております。１項１目介護予防特定高齢

者施策事業費の支出済額６２８万５１０円は、要介護状態となる恐れが高い高齢者等を対象

に訪問指導する訪問指導嘱託員の報酬や特定高齢者の介護予防複合プログラム業務の委託料

が主なものあります。介護予防複合プログラム業務は、生活機能の低下等がみられる高齢者

を対象としまして、運動器の機能向上や口腔機能、口ですね、口腔機能向上、栄養改善の指

導等を行うため、健康運動指導士が在籍しているＮＰＯ法人に委託して、３教室に５３名の

参加を得て実施をいたしました。２目介護予防一般高齢者施策事業費の支出済額１８８万４，

１７８円は、一般高齢者への介護予防事業教室開催時の看護師や健康運動指導士等への謝金

のほか、高齢者の健康づくりや社会参加を促し、健康維持や介護予防への取組みを図り、そ

の活動にポイントを付与する元気度アップ事業に係る商品券が主なものであります。２項１

目介護予防ケアマネジメント事業費の支出済額１７４万１，９９７円は、地域包括支援セン

ターの看護師１名分の報酬及び共済費になります。不用額につきましては、当初予算におい

て、嘱託職員３名分の予算を計上いたしましたが、主任ケアマネージャー１名の応募がなか

ったこと、社会福祉士１名につきましては正規職員を配置したこと、看護師が６月からの雇

用となったことによるものであります。事項別明細書は４０ページになります。２項２目総

合相談支援事業費の支出済額４２万９，５９３円は、見守りを必要とする高齢者宅を訪問し

実態把握をしていただくことを市内３か所の居宅介護支援事業所へ委託した、高齢者実態把

握業務委託料が主なものであります。決算に関する説明書は３０ページになります。５目任

意事業費の支出済額３，２１７万１，４８９円は、介護給付適正化のための介護保険専門指

導嘱託員の報酬と、主要事業の成果説明書の２３ページにありますけれども、生きがい対策
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課が所管する高齢者施策に係る事業費が主なものになっております。なお、認知症に係る施

策として認知症予防講演会や認知症サポーター養成講座を開催し、認知症についての正しい

理解、知識の普及啓発に取り組んできたところであります。また、在宅医療の推進としまし

ては、在宅医療講演会も昨年度は開催したところであります。 

次に、第６款基金積立金１項１目介護保険基金積立金の支出額１，８９４万８，６４４円

は、基金利子分と繰越金の残額分を積み立てたものでありまして、平成２６年度末の基金残

高は８，０８９万２５７円となっております。 

次に、第８款諸支出金１項２目償還金の支出済額３，０７１万５，８６６円は、平成２５

年度に係る介護保険給付費等の精算に伴い、社会保険診療報酬支払基金や国、県への精算返

納金となっております。３項１目他会計繰出金の支出額１，０８３万１，４７９円は、償還

金と同様に平成２５年度に係る一般会計への精算返納金であります。２目介護サービス事業

勘定繰出金は、地域包括支援センターにおける介護報酬改定に係るシステム改修の国庫補助

金分を繰り出したものであります。 

次に、歳入について御説明いたします。介護保険制度における、各種介護サービスにつき

ましては、サービス利用時の利用者負担を１割分を除いた額の５０％を公費で賄い、残りの

額を保険料として負担することとなっております。公費分の５０％分の内訳としましては、

居宅給付費については国と調整交付金で２５％、県と市がそれぞれ１２.５％を負担するこ

ととなっております。施設等給付費につきましては、国と調整交付金で２０％、県が１７.

５％、市が１２.５％となっております。それでは、決算に関する説明書は２１ページ、事

項別明細書は２７ページになります。第１款保険料１項１目第１号被保険者保険料の収入済

額３億４，８６９万３，４２８円は、収入率９７.０％であります。内訳として特別徴収分

が１００％、普通徴収分が８７.５％、滞納繰越分が１８.２％で、全体の収入率は前年度比

で０.５ポイントの減となっております。 

次に、第３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金の収入済額５億８７万２，２４３円は、

居宅給付費が２０％、施設等給付費が１５％の負担割合による額になります。事項別明細書

は２８ページになります。２項１目調整交付金の収入済額２億８，４８６万５，０００円は、

保険給付費の原則５％分でありますが、阿久根市につきましては、低所得者の方々が多いこ

ともあり、１０.７３％で交付を受けております。２目地域支援事業交付金の収入済額２０

２万２５円は、介護予防事業の対象経費の２５％分の国庫補助金であります。３目地域支援

事業交付金の収入済額１，４６２万７，９５６円は、包括的支援事業・任意事業費の対象経

費の３９.５％分の国庫補助金であります。 

次に、第４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金の収入済額７億７，２６３万６，

０００円は、保険給付費全体分の２９％分、２目地域支援事業支援交付金の収入済額２３４

万３，０００円は、地域支援事業費の対象経費の、これも同じく２９％分が交付されたとこ

ろであります。 

次に、第５款県支出金１項１目介護給付費負担金の収入済額３億９，９５２万８，０００

円は、居宅給付費が１２.５％、施設等給付費が１７.５％の負担割合による負担金でありま

す。決算に関する説明書は２２ページになります。３項１目地域支援事業交付金の収入済額

１００万１，８１９円は、介護予防事業費の対象経費の１２.５％分の県補助金であります。

２目地域支援事業交付金の収入済額７３１万３，９７８円は、包括的支援事業・任意事業費

の対象経費の１９.７５％分の県補助金であります。３目高齢者元気度アップ・ポイント事

業補助金の収入済額４０万２，５００円は、元気度アップ事業商品券に係る県の補助金であ

ります。 

次に、第６款財産収入１項１目利子及び配当金は、介護保険基金の基金運用に係る利子と

なっております。 

次に、第７款繰入金１項一般会計繰入金につきましては、先ほど説明したとおりでありま

す。２項１目介護保険基金繰入金の収入済額６，０００万円は、保険給付費の不足分として
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必要額を繰り入れたものであります。 

以上で事業勘定を終わり、次に介護サービス事業勘定について御説明いたします。 

介護サービス事業勘定につきましては、地域包括支援センターの業務に係る経費であり、

要支援１と２に介護認定された方のケアプラン作成に係る経費が主なものであります。それ

では歳出から御説明いたします。決算に関する説明書は３２ページ、事項別明細書は４３ペ

ージになります。第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額１，２７７万９，７３９円は、

地域包括支援センターのケアマネージャー５名の人件費が主なものであります。第２款介護

予防サービス事業費１項１目介護予防給付事業費の支出済額１６５万２，３６０円は、ケア

プラン作成業務の２１０件分の委託料、介護報酬改定に係るシステム改修負担金が主なもの

であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます。決算に関する説明書は３１ページ、事項別明細

書は４２ページになります。第１款介護サービス収入１項１目介護予防サービス計画費収入

の収入済額１，１９７万３，６００円は、ケアプラン作成に係る収入であり、新規１０８件、

継続２,７０７件分になります。 

以上で認定第５号についての説明を終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。この際、暫時休憩します。 

 

（休憩 １１：０８～１１：１８） 

 

休憩前に引き続き委員会を開きます。 

これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

課長にちょっとお尋ねしますが、介護保険特別会計の中で、介護保険料で介護をする、施

設が阿久根にたくさんあるわけだが、具体的にどこの施設に１年間に幾ら介護保険料を支給

して、申請があるから支給するわけだけれども、どこの施設に幾ら、どこの施設に幾らとい

うのを、全部のお金を出してる施設を抜粋して合計して出してくれないか。今日でなくても

いいよ。今でなくても、時間がかかるから。 

児玉健康増進課長 

わかりました。手元にありませんので、ちょっと集計して提供したいと思います。 

牟田学委員長 

ほかに。 

渡辺久治委員 

説明書の２５ページの２款１項８目居宅介護住宅改修費、これとですね、２７ページの２

款２項６目介護予防住宅改修費、この違いを教えてもらいたいんですけど。 

児玉健康増進課長 

渡辺委員にお答えします。２款１項８目、１項につきましては要介護者の方々に対する給

付になります。２項になりますけれども、これは要支援の方々に対する給付になります。 

渡辺久治委員 

この二つの事業費、改修費のですね、ここ数年の増減をいうのは、それをちょっと教えて

もらいたいんですけれども。わかりますか。件数でいいです。 

児玉健康増進課長 

渡辺委員にお答えします。ちょっと前年度分しか今、手元にありませんけれども、２款１

項８目の居宅介護住宅改修費ですが、２６年度が１４１件ということでお話をしたかと思い

ますが、前年度が１３９件、２件の増となっております。２款２項６目介護予防住宅改修費、

これが２６年度が４９件ということで説明しましたが、前年度が６４件、１５件の減となっ

ております。 
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以上です。 

牟田学委員長 

ほかに。 

竹原恵美委員 

事項別明細書のページ３９ページです。５款１項２目元気度アップポイント事業なんです

けれども、それの収支と効果、事業の効果を教えてください。 

児玉健康増進課長 

元気度アップ事業の商品券の関係ということですか。生きがい対策課からのほうから答弁

させますのでお願いします。 

新坂高齢者対策係長 

竹原委員にお答えします。去年の実績としましては、１１グループ、各老人クラブが主だ

ったんですが、その中で、ポイント的にはですね、２７０名で８０万５，０００円、２，０

００円以上のポイントになるんですが、２千、３千、４千、５千と、２千円が１２２名、３

千円が７８名、４千円が２３名、５千円が４７名と各取り組みをしていらっしゃるところは

非常に、主な活動はグラウンドゴルフとかの練習ですね。あと、地域の見守りとかサロンへ

の活動とかということで、活動されているところは非常に効果が出てきてると思われます。

本年度は社会福祉協議会にお願いをして引き続き事業を展開しているところであります。こ

れは県費が一応５０％になっていて、地域支援事業交付金で５０％で、一応１００％の補助

になっています。前年度については。 

竹原恵美委員 

トータル利用者としては２７０名と確認してよろしかったですかね。とすると、対象者と

いうのは、対象者からすると非常に、これの魅力というか、これを利用なさっている方が少

ないと捉えることはできませんか。それをもって効果が高いとは表現できないと思うんです

けれども。いかがですか。 

新坂高齢者対策係長 

お答えします。おっしゃるとおり、前年度は老人クラブに在籍する方が対象だったもので

すから、今回は社協に委託する段階で老人クラブじゃなくて市内全体に広げるということで

事業の展開を図っているところであります。おっしゃるとおり、２７０名というのは全高齢

者の１％にも満たないということはわかっておりますので、より事業の展開がしやすいよう

に老人クラブ以外にも参加者を求めているところであります。 

竹原恵美委員 

老人クラブもたくさんある中で、この１１グループなんだろうと思うんですけれども、い

ろんな個々に意見を聞くと、いろんな御意見をおっしゃいます、そういうお話は聞きますが、

あまりモチベーションをしてはそう高く引っ張ってくれないのかなという感触はあるんです。

それぞれ違います。もちろん参加してらっしゃる方、この１％未満の方については満足をい

ただいているかもしれませんが、まだ手をつけていない９９％が、手をつけたくなるような

状況かというと、何かこれから枠を広げる、グループではない老人クラブ以外の枠を広げま

したけれど、何か接点を持つ手法、これに引き込む手法というのは何か新しいことはするべ

きだった、過去においてはしたらよかったということは成果として、結果としてありますか。 

新坂高齢者対策係長 

お答えします。そういう経緯も踏まえて今、チラシ等にも事業等をするという、健康診断

とかいろんな市の実施する事業におきましてはポイントアップ事業ということで一行加えた

りして、参加者が増えるように努力と啓発をしているところです。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

なければ、認定第５号について、審査を一時中止いたします。 
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○認定第６号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（後期高齢者医療特別会計） 

次に、認定第６号を議題とし審査に入ります。課長の説明を求めます。 

児玉健康増進課長 

それでは、認定第６号について御説明申し上げます。後期高齢者医療につきましては、鹿

児島県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営されております。よって、この後期高齢

者医療特別会計につきましては、歳入の後期高齢者医療保険料と軽減分の保険基盤安定繰入

金を、歳出で後期高齢者広域連合への納付金として支出しているのが主なものであります。 

なお、平成２６年度末の後期高齢者の被保険者数は４,９８２人でうち障害認定者数が１２

５人となっております。 

それでは歳出から御説明いたします。決算に関する説明書は３４ページ、事項別明細書は

４７ページになります。第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額１４２万４，４２０円

は、後期高齢者事務に係る消耗品等の需用費、被保険者証の郵送に係る役務費が主なもので

あります。２項１目徴収費の支出済額６６万８，８１１円は、徴収事務に係る消耗品等の需

用費や郵便料、手数料等の役務費のほか、保険料の還付金３３万６，７００円であります。 

次に、第２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額３億６９２万１，４１７

円は、後期高齢者医療保険料と保険基盤安定繰入金などを鹿児島県後期高齢者医療広域連合

へ納付したものであります。 

次に歳入について御説明いたします。決算に関する説明書は３３ページ、事項別明細書は

４５ページになります。第１款保険料１項１目後期高齢者医療保険料の収入済額１億７，０ 

６８万９，２１０円は、収入率９８.９％であります。 

次に、第３款繰入金１項２目保険基盤安定繰入金１億３，５９１万７，９０７円は、保険

料の軽減分に対する財政措置であります。 

以上で認定第６号についての説明を終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

一番最後のところで言われた保険料の軽減による財政措置、ちょっと詳しく説明してもら

えませんか。 

児玉健康増進課長 

竹原委員にお答えします。この繰入金については一般会計からの繰入金、うち四分の三が

県の負担金、四分の一が市の負担金、市の分ということで、この分を繰り入れております。

後期高齢者の分については、軽減措置のある方々がいらっしゃいます。その分に対する財政

措置ということであります。 

竹原信一委員 

その金額の、繰り入れの基準というのは決められているわけですか。 

児玉健康増進課長 

計算としては、軽減額が基準となって、その額に対して計算されるということで理解して

おります。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

なければ、認定第６号について、審査を一時中止いたします。 

 

（健康増進課退室、生きがい対策課入室） 

 

○認定第１号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

次に、認定第１号中、生きがい対策課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執
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行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

早瀬生きがい対策課長 

それでは認定第１号、平成２６年度阿久根市一般会計決算のうち、生きがい対策課所管分

について、まず新規事業について御説明申し上げます。 

初めに、決算に関する説明書の３４ページ、下から５行目をお願いいたします。１目社会

福祉総務費の交付金について、消費税の引き上げに伴い、所得の低い方への負担の影響に鑑

み、臨時的・暫定的な措置として、国の施策により臨時福祉給付金を給付いたしました。給

付実績は６，４８４人、うち加算対象者は４，２８２人で総額８，６２５万円を支給しまし

た。３５ページに移ります。１３行目、阿久根市障がい者計画及び地域福祉計画策定業務委

託については、第４期障がい者福祉計画を平成２７年度から２９年度の３年間を計画期間と

して策定いたしました。 

次に、説明書の３６ページをお願いいたします。３目老人福祉費の元気度アップ地域包括

ケア推進事業商品券については、３グループを登録指定しましたが、年度途中の募集でもあ

り実績報告がなされたのは２グループの５，０００円に留まりました。この事業は、昨年度、

議員と語る会でも各会場において紹介されたものでもあり、本年度は社会福祉協議会へ委託

し、９月時点での登録数が１０団体となっております。続きまして３７ページをお願いいた

します。３７ページの下から２行目、１目児童福祉総務費の計画策定業務については、子ど

も・子育て支援法第６１条第１項により、同計画の策定が規定されたことから業務委託をし

たものであります。計画策定においては、昨年実施したニーズ調査をもとに、教育・保育の

必要量及びその確保方策の検討、基準の検討等のため、子ども・子育て会議を３回、保育部

会を３回開催し、昨年３月に策定したものであります。 

次に３８ページ、２目児童措置費の子育て世帯臨時特例給付金は、平成２６年４月からの

消費税率引き上げに伴い、子育て世帯に対する経済的負担増の下支えとして、臨時給付金を

支給しました。なお、対象世帯については、平成２６年１月１日現在において、児童手当支

給世帯であり、かつ、住民税非課税世帯（後で課税世帯との修正あり）であります。給付額

は、子ども一人当たり１万円を１，９４１名の児童に対し支給しました。 

以上、平成２６年度の新規事業の説明は終わり、歳出予算から御説明申し上げます。決算

に関する説明書３４ページ、事項別明細書３１ページをお開きください。３款１項１目社会

福祉総務費のうち、２８節繰出金は健康増進課分であり、生きがい対策課分としては職員９

名分の人件費及び福祉関係の各種団体への負担金及び補助金が主なものであります。 

１３節委託料、社会福祉法人指導監査実施事業コンサルティング業務委託については、社

会福祉法の改正により、平成２５年度以降、社会福祉法人の指導監査業務について、県から

の権限移譲により市で実施することとなり、これに伴い、適正な監査を行うため、会計士の

サポートを受ける必要性が生じたため、平成２５年度から委託を行っております。平成２６

年度は、８９万６，４００円で委託し、対象８法人中、２法人について監査を行い、平成２

７年度は残り６法人を行う予定であります。監査の結果、監査を行った２法人に対して、１

件ずつの文書指摘と、数件の口頭指摘を行ったところであります。 

次に、２目心身障がい者福祉費ですが、障害者福祉サービスに係る委託料及び扶助費が主

なものであります。決算に関する説明書は３５ページになります。１３節委託料のうち、子

ども発達支援センターこじか運営業務は、子ども発達支援センターこじかの運営委託料であ

り、社会福祉法人青陵会に委託しております。平成２７年９月１日現在の登録児童数は、阿

久根市２４人、出水市９人、長島町１２人の計４５人であります。現在、こじかの新築移転

に向け、建築本体、電気設備、給排水衛生設備、工事監理委託の入札を終えており、平成２

８年２月上旬に竣工する計画であります。２０節扶助費中、金額の大きいもの及び前年度と

比べて増減の大きいものについて御説明申し上げます。居宅介護費は、前年度比約３００万

円の増加でありますが、障がいのある方に対して、ホームヘルパーの派遣により、入浴、排

せつ、食事などの介助を行うものです。共同生活介護費は、前年度比約１，７００万円の減
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でありますが、これは、共同生活援助費に移行合算されたものであります。生活介護費は、

前年度比約１，５６０万円の増加でありますが、常に介護が必要な障がい者に、日中、障害

者支援施設で、入浴・食事・排泄などの介護を行うもので、延べ９９０人分を給付しました。

自立訓練事業、就労移行支援は減少しましたが、次の就労継続支援費の利用が伸びており、

前年度比約３，３００万円増となっております。この事業は、通常の事業所で働くことが困

難な方に、生産活動等の機会を提供し、知識や能力向上のための訓練を行うもので、延べ１，

３４１人分を給付しました。決算に関する説明書は３６ページになります。療養介護費は、

前年度比約３００万円の減となっております。この事業は人工呼吸器を装着して長期の入院

を余儀なくされている方や重症の筋ジストロフィー症の方、２０歳以前に発症し常に介護が

必要な身体の不自由な方を対象に十分な医療を提供するだけでなく、福祉サービスを提供し、

より豊かで広がりのある療養生活を送って頂く為の事業であり、延べ６０人の利用でありま

す。相談支援給付費は、前年度比約２２０万円の増となっており、平成２４年度からの事業

で、介護保険のケアプランのように障がい福祉サービスを利用するときに相談支援事業所に

おいてサービス等利用計画を作成するものです。障がい児通所支援費は、前年度比約８００

万円の増加でありますが、平成２４年度から児童の通所系サービスが、児童福祉法に基づく

児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業などに改正されました。出水地区内にある施

設の平成２６年度末利用者数は、児童発達支援事業が３１名、放課後等デイサービス事業が

１３名となっております。また、サービス等利用計画と同様に、障害時支援利用計画の作成

も義務化されております。 

次に、３目老人福祉費ですが、このうち、生きがい対策課分としては、高齢者福祉サービ

スに係る委託料及び扶助費が主なものであります。事項別明細書は３２ページをお開きくだ

さい。８節報償費のうち、在宅福祉アドバイザー事業謝金は、地域において民生委員と協力

して、ひとり暮らしの高齢者の見守り活動やいきいきサロンに協力いただいているアドバイ

ザー１４６名に１人あたり年間５千円の活動謝金を支払ったものであります。１３節委託料

のうち、主なものについて御説明いたします。食の自立支援事業は、１月１日を除く年間３

６４日、５１，６８３食の利用がありました。 

次に補助金でありますが、老人クラブ育成補助金は、単位老人クラブ２５クラブに、それ

ぞれ５３，２００円を補助したものであります。長寿祝金については、８０歳、８８歳、１

００歳、１０１歳以上の高齢者計５２０人に支給いたしました。決算に関する説明書は３７

ページになります。後期高齢者人間ドック助成事業は、平成２４年度からの事業であります

が、出水郡医師会広域医療センター、厚生連健康管理センター、内山病院と山田クリニック

を加えて、２８人の利用がありました。 

次に扶助費の老人保護措置費は、４か所の養護老人ホームに措置した延べ７６２人分の入

所措置費であります。５目老人福祉センター管理費は、老人福祉センターの維持管理の経費

であります。６目地域福祉対策費は、科目設定のみで支出はありませんでした。 

次に、事項別明細書は３３ページになります。２項１目児童福祉総務費１節報酬は、子ど

も・子育て会議における委員１３名の報酬及び家庭相談員２名の人件費です。２節給料及び

３節職員手当等は、児童対策係及び子育て支援センター管理係の職員５名分の人件費です。

８節報償費のうち、出生祝い商品券６８２万円については、第１子に３万円、第２子に５万

円、第３子以降に１０万円の商品券を支給するもので、合計１２７人に支給いたしました。

１９節負担金補助及び交付金のうち、翌年度繰越額１億９，０３１万９，０００円は、認定

こども園阿久根めぐみ園の園舎建替え事業にかかる補助金であり、平成２７年度へ明許繰越

したものであります。阿久根めぐみ園の園舎については、利用定員９０名、鉄骨造２階建て、

延床面積９４１．８０㎡で、本年５月に完成いたしました。なお、補助金額につきましては、

利用定員区分による定額補助で、補助金１億９，０３１万９，０００円の財源内訳について

は、１億４，９４９万１，０００円が安心子ども基金による県補助金、４，０８２万８，０

００円が市補助金で、うち２，９５０万円は過疎債を活用しております。 
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決算に関する説明書は３８ページをお開きください。次に、扶助費の主なものについて説

明いたします。児童扶養手当は、ひとり親家庭の母又は父等に支給するものであり、延べ３，

０８７人に支給いたしました。前年度に比べて８１７万６，２００円の減となっております。

ひとり親家庭医療費助成事業については、延べ５，５１７人に助成しております。子ども医

療費助成事業は、延べ２５，８６４人に助成いたしました。乳幼児医療対象分については県

補助金５２４万６，０００円であります。 

次に、事項別明細書は３４ページをお開きください。２目児童措置費１９節負担金補助及

び交付金１，９８０万９，６００円のうち、１，９４１万円は先ほど説明いたしました、子

育て世帯臨時特例給付金事業に係る給付金額で、残り３９万９，６００円につきましては，

同事業のシステム改修費用となります。扶助費の３億１７４万円は、児童手当として支給し

たものであります。対前年度比９２０万円の減額となり、支給した延べ児童数は、２６，０

１２人、対前年度比８４７人の減であります。 

次に、３目保育所費ですが、これはみなみ保育園の正規職員２名と保育士嘱託員１２名、

看護師嘱託員１名、給食嘱託員２名の人件費及び施設管理費等が主なものであります。委託

料は、一般廃棄物収集業務他７件の業務を委託したものであります。決算に関する説明書は

３９ページ、事項別明細書は３５ページになります。４目児童館費の主なものは、１３節委

託料、放課後児童健全育成事業であり、放課後児童クラブの運営委託費であります。利用児

童数の増加により、平成２４年度から阿久根小学校の児童を対象にした学童を１か所新設し、

市内計８カ所の学童クラブを実施しております。また、脇本児童クラブの児童の増加に伴い、

机等が不足することから、１８節備品購入費で座卓テーブルを購入いたしました。５目保育

施設運営費、委託料の地域子育て支援センター事業は、おりた保育園に委託して実施してい

るもので、保育園に入る前の親子を対象にした子育てサークルの育成・支援や育児不安につ

いての相談等を実施しているものであります。 

次に、補助金の保育対策等促進事業は、各保育園で延長保育事業等を実施し、その実績に

応じて補助するもので、保護者の就労支援と保育サービスの充実に努めているところであり

ます。また、平成２５年度新規事業として実施した保育士等処遇改善臨時特例事業につきま

しては、平成２６年度についても市内の私立保育園７か所全てが実施し、１，２４１万円の

支出額となりました。 

次に扶助費でありますが、保育所運営費については、市内の私立保育園７か所と市外の私

立保育園７か所、延べ５，９４２人、前年度比１４９人増の児童の入所があり、４億９，３

１８万３，８００円を支出しました。 

次に、３項生活保護費１目生活保護総務費は保護係職員４名分の人件費と保護費支給に係

る事務費等が主なものであります。事項別明細書は３６ページになります。２目扶助費の支

出済額は、保護費として支給したものであり、前年度と比べまして７８４万７，２０２円の

減となりました。被保護世帯は、平成２６年度末で１５６世帯、２０５人であり、年度途中

の増減はありますが、年度末時点で比較しますと平成２５年度末に比べて世帯数は１０世帯、

保護人員では２５人の減少であります。本市の景気が依然芳しくありませんが、保護開始数

に対し、死亡等に伴う廃止数の増加により保護世帯数、人員共に減少したことに起因すると

思われます。新規申請は３３件、うち保護開始が２９件、却下３件、取り下げ１件で、保護

開始の主な理由は、世帯主の傷病、預貯金の減少、仕送りの減少等による生活の困窮となっ

ております。廃止は３５件、死亡１３件、就労による収入増７件、社会保障給付の増加４件、

転出４件、親類縁者による引き取り２件、その他５件、これは仕送りの増加、施設入所、手

持ち金の増加、留置、指導指示違反、各１件であります。決算に関する説明書は４０ページ

をお開きください。４項１目災害救助費２０節扶助費については、平成２６年度中に１件の

住宅火災がありましたが、災害見舞金の対象とならなかったため支給はありませんでした。 

次に、決算に関する説明書４３ページ、事項別明細書４０ページをお開きください。５款

２項１目労働諸費１９節負担金補助及び交付金でありますが、全国シルバー人材センター協
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会負担金５万円と高年齢者労働能力活用事業補助金として阿久根市シルバー人材センターへ

１，１９０万円補助いたしました。平成２６年度末の会員数は、１５７人、前年度比１０人

減で、就業率は９０．４％、１．２％のマイナス、受託件数は２，３４６件、１件の減、契

約金額６，８３５万１，５９１円、２９６万１１５円減と、前年度と比較しまして、会員数、

就業率、受託件数及び契約金額ともに減少しております。 

以上で歳出を終わり、歳入について御説明申し上げます。決算に関する説明書９ページと

なります。事項別明細書は４ページをお願いいたします。１１款２項１目１節社会福祉費負

担金は、老人保護措置費として養護老人ホーム入所者の本人及び扶養義務者の負担金が主な

ものであります。収入未済額１２,６８８円は、死亡による養護老人ホーム負担金の未収金

であります。 

次に、２節児童福祉費負担金の主なものは、保育所運営費であり、いわゆる保育料であり

ます。不能欠損額が５７万２，７４０円、収入未済額が５８８万６，４３０円となっており

ます。不能欠損額、収入未済額については保育料の滞納分であります。平成２６年度現年度

分については、児童手当の支給時などに徴収に努めた結果、徴収率は９８．２６％となりま

したが、過年度分については２５．２６％にとどまっております。今回、転出等の理由によ

り、徴収困難と思われる者について、平成２０年度から平成２１年度分、対象保護者は３名、

延べ３４月分について不能欠損処分しました。徴収対策として、平成２６年度は、毎月の口

座振替の際に残高不足等で振替できなかった場合は、その都度通知し納付書での納入を促し、

２か月納入がない場合は督促通知、３か月納入がない場合は、催告書を出して窓口での納入

相談を促し、分納誓約書を書いていただくなど徴収に努めてきました。また、児童手当を窓

口での現金払いとし納入相談等を行う一方、年末、年度末、出納整理期間においては、夜間

の訪問徴収を生きがい対策課全体で取り組んでおります。収入未済額については、９月１４

日までに６４万１，４３０円が納入済であり、８名が２６年度以前の分について完納され、

残り３８世帯、５２４万５，０００円の残額となっております。引き続き徴収に努めてまい

ります。 

次に、決算に関する説明書の１２ページ、事項別明細書は７ページになります。１３款１

項２目民生費国庫負担金のうち、１節社会福祉費負担金は、主に障害者総合支援法の事業に

係るもので、基準額の２分の１を国が負担するものであります。２節児童福祉費負担金の保

育所運営費及び児童入所施設措置費については、国の負担割合は２分の１、児童扶養手当に

ついては３分の１となっております。３節児童手当給付費負担金については、約３分の２が

国の負担となっております。４節生活保護費負担金は、４分の３が国の負担であります。 

次に、決算に関する説明書は１３ページ、事項別明細書は８ページになります。２項２目

民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金では、臨時福祉給付金給付事業補助金が主なもので

あります。また、２節児童福祉費補助金は、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費について

は定額補助、保育緊急確保事業費については、保育促進事業のうち、一時預かり事業、子育

て支援拠点事業等に係る補助で、補助基準額の３分の１の補助率となっております。３節生

活保護費補助金は、生活保護適正実施推進事業費として定額補助されるものであります。 

次に、決算に関する説明書は１４ページ、事項別明細書は９ページをお開きください。３

項委託金２目民生費委託金２節児童福祉費委託金は、特別児童扶養手当事務費であります。 

次に、１４款１項２目民生費県負担金であります。１節社会福祉費負担金は、主に障害者

総合支援法に係る事業に充当するもので、県が４分の１を負担するものであります。２節 

児童福祉費負担金のうち、保育所運営費は、私立保育園の保育所運営費に充てるもので、県

の負担は４分の１であります。児童手当給付費負担金については、県負担は６分の１であり

ます。４節生活保護費負担金は、帰来先のない者に対する扶助費の４分の１を県が負担する

ものであります。 

次に、決算に関する説明書は１５ページ、事項別明細書は１０ページをお開きください。

２項２目民生費県補助金のうち、１節社会福祉費補助金は、生きがい対策課所管分としては、
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重度心身障害者医療費助成事業費、地域生活支援事業費、暮らし安心・地域支え合い推進事

業費が主なものであり、重度心身障がい者医療費助成事業について県の負担割合は２分の１、

地域生活支援事業は、障がい者の日常生活用具給付事業や地域活動支援センター事業、相談

支援事業等に係るもので、４分の１の補助であります。また、暮らし安心・地域支え合い推

進事業費は全額県補助であります。２節児童福祉費補助金は、乳幼児医療費助成事業費及び

ひとり親家庭医療費助成事業費の２分の１補助及び放課後児童クラブ運営事業等に係る児童

健全育成事業費の３分の２補助、延長保育等に係る保育対策等促進事業費の３分の２補助と

なっております。また、歳出予算で御説明しました、保育士等処遇改善臨時特例事業の補助

金につきましては、事業補助費及び事務費を合計した金額で、全額補助となっております。

なお、民生費県補助金の予算現額３億９，１８５万２，０００円に対し、２億２，７９５万

３，９６０円の調定額であり、１億６，２８９万８，０４０円につきましては、先ほど歳出

で説明しました、認定こども園阿久根めぐみ園の園舎建替え事業にかかる補助金１億４，９

４９万１，０００円の明許繰越分であります。 

次に、決算に関する説明書１９ページ、事項別明細書は１３ページをお開きください。１

５款１項２目利子及び配当金のうち、地域福祉基金が生きがい対策課所管であります。基金

利子１１万９，７２４円につきましては、歳出、社会福祉総務費に充当しております。 

次に、決算に関する説明書は２１ページ、事項別明細書は１６ページをお願いいたします。

１９款５項４目雑入２節団体支出金のうち、国保連合会介護給付費交付金は、心身障害者福

祉費の子ども発達支援センター運営事業委託料に充当しております。子ども発達支援センタ

ーこじかに係る児童発達支援事業の請求事務については、国保連合会を経由して行うことか

ら、その給付費であります。 

次に、２０節雑入、１０行目の相談支援事業他団体負担金と地域活動支援センター事業他

団体負担金は、いずれも長島町と共同実施しているため、長島町分の負担金であります。決

算に関する説明書は２２ページになります。５行目、生活保護法返還金及び徴収金は、生活

保護受給者の収入未申告等による返還金等であります。なお、雑入の収入未済額のうち、１

６万７，３７６円については、生活保護法返還金のうち平成２６年度中に返還が終了しなか

ったものであり、滞納繰越処分をしました。対象者は２名でありましたが、８月末で全て支

払完了しております。決算に関する説明書２３ページになります。９行目、保育所運営費過

年度分返納金については、平成２５年度の実績による国庫及び県負担金確定による追加交付

であります。事項別明細書は１７ページになります。２０款１項２目民生債１節児童福祉債

の予算現額に対する収入額２，９５０万円の不足額は、先ほど歳出で説明しました、阿久根

めぐみこども園の整備事業補助の明許繰越分であります。２節老人福祉債１，６６０万円は、

老人福祉費、食の自立支援事業に活用いたしました。 

以上で説明を終わりますが、質疑への回答で細かい数字など不足の点は担当係長が答える

場合がありますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。それでは御審議の程よろ

しくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。この際、暫時休憩いたします。午後は１時から開会いたしま

す。 

 

（休憩 １２：０８～１３：００） 

 

休憩前に引き続き、委員会を開きます。午前中の説明の中で課長より訂正があるというこ

とですので、これを許可します。 

早瀬生きがい対策課長 

それでは午前中の説明におきまして、修正の箇所を１か所お願いします。決算に関する説

明書の３８ページ、２項児童措置費の子育て世帯臨時特例給付金のところでありますが、こ
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こについて私のほうが説明の中で対象世帯については児童手当支給世帯であり、かつ住民税

非課税世帯と申しました。これが課税世帯でありまして、非課税世帯につきましては３４ペ

ージのほうにあるんですが、臨時福祉給付金、こちらのほうで申請をいただいておりますの

で、ここの非課税というところを課税のほうに修正をお願いしたいと思います。 

以上です。 

牟田学委員長 

よろしいですか。これより生きがい対策課に質疑を行います。誰かありませんか。 

竹原信一委員 

歳入歳出決算事項別明細書、一般会計、これの３５ページ、明細書の３５ページ、見なく

ても大丈夫ですけれども、３款３項１目生活保護費の件なんですけれども、説明では３３件

のうち２９件が生活保護を認定という話がありましたけれども、実際の相談件数を教えてく

ださい。結構相談に行っても頭からだめよと言われる件数が少なくないと聞いております。

実際、相談というか話を聞きに来る方も結構いるんじゃないかと思いますけれども、そこら

辺はいかがでしょうか。 

別府保護係長 

相談件数についてはちょっとお手元に資料を持ってきておりませんので、もしよろしけれ

ば取ってきて報告したいと思うんですが。 

竹原信一委員 

実際の話、全て、きょう何件相談があったというのは記録はされておるわけですか。 

別府保護係長 

相談に来られた件については全て記録を取っております。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

説明書の４３ページ、５款２項１目、シルバー人材センターに対してなんですけれども、

これは加入者、登録者数、そして利用量も減少してきている状態を聞きましたが、これはど

ういう現象を表していると思われますか。 

早瀬生きがい対策課長 

シルバーの方の減少を言われるのが、従来６０歳から加入されていた方々が、まだそれぞ

れの職場においてそのまま継続雇用という形があって、なかなか６０代の方々は特にシルバ

ーといわれることにもちょっと抵抗があるということと、きちんとした常勤の仕事があると

いうことからなかなかシルバーへの加入が少ないというような実態があります。 

竹原恵美委員 

潜在の人口は、人数はおられると思いますけれども、その人の見られ方なりというのはで

しょうが、その紹介の仕方というか、以前とは違うかかわりを、または紹介をしなければな

らないという意味合いではないんでしょうか。今までのような募集の仕方では気持ちが動か

ない世代になってきている、感覚的には昔と違ってきておられる、働くというのが長期的に

働くという、今までとは違う、退職したらぽっと辞められるのか、何かそのやりかけとして

変化をつける必要があるというふうには感じてはいられないということですか。 

早瀬生きがい対策課長 

シルバーのほうの理事会とかに出てみますと、なかなか募集等されてもそれぞれの生き方

といいますか、なかなかシルバーのところで働く、その内容にもよると、専門性の部分とか

ですね、そういうところも含めてなかなかそちらのほうにいろいろ声掛けしても集まらない

という実情があるかと思います。 

竹原恵美委員 

一つ、別の質問をさせてください。学童のことについてです。学童は、明細書では３５ペ

ージ、３款２項４目に学童クラブの説明があったと思います。別の課との、総務課との兼ね
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合いなんですけれども、こちら安全面に対して今、ちょうど個別の緊急連絡、無線を設置す

ると、病院などにしてるんですが、学童には置いてない、必要の、今現在は設置する予定も

ないという現状ですけれども、緊急時にどのようにして逃がすのであって、個別放送無線機

は要らないという状況にあるんでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

これにつきましても、先日そういうお話が総務課のところで、ちょっとお話がありました

ので、一応学童クラブについては１か所、鶴川内の児童館につきまして、これは宮原地区の

公民館も兼ねてるということで、そこには１か所だけ地区の防災無線がございます。あとは

御指摘のようにありませんので、西目であれば西目小学校の一室を借りております。ですか

ら、小学校、そういう学童も含めて総務課のほうと協議をして生きがい対策課で備品として

購入するのか、それとも総務課で全体、市の公有施設というところで配置をするのかを検討

させていただきたいと思っております。 

竹原恵美委員 

了解しました。一つ情報をお伝えしたいんですけれども、２年位前なんですが、学童に行

くところの女の子さんに男性からの声掛けがあったと。そして私、警察の携帯メールの安全

メールを受けてるんです。そこで学童の先生に今日は連絡ありましたね、こんな状態でした

ね、阿久根市内でありましたねって言うと、学童の先生が御存じなかったんですね。こんな

大事な情報を、しかも阿久根市内にまだ捕まっていないのでうろうろしている、男性もして

いる状態に、その緊急の情報、危険な状態ていうのを知るのが個々、個別の任意の作業であ

るというのは危険なように思えましたので、その辺のベースを確立してほしいと思います。 

仮屋園一徳委員 

主要事業の成果説明書のですね、２１ページ、３款３項２目のこの中で、就労自立給付金

というのがあるんですけど、わかるんですが、これは定額になってるのか。 

別府保護係長 

就労自立給付金と申しますのは、生活保護を受けられた方が、就労について自立されるの

が望ましいのですが、結局、保護を廃止した時点でまた国民健康保険税、税の負担とかそう

いうものが増えることに対応して給付金的なもので支給するものです。計算の仕方としては、

保護を受給されている間に働いていた収入の３０％を上限として、２人世帯以上で１５万円、

１人世帯で１０万円を上限として保護を廃止する時点で支給するものであります。 

仮屋園一徳委員 

今、説明がありましたように、給付の仕方としては外れた時点で支払いをされるというこ

とですね。 

別府保護係長 

廃止と同時に支給の申請手続きをしていただいて、支給しているものでございます。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

説明書の３６ページ、３款１項３目老人福祉費の中の暮らし安全地域支え合い推進事業に

ついてお聞きをいたします。成果表を見ればですね、成果表の１４ページを見ればですね、

未策定地域が、地区があと１４地区となっておりますけれども、この１４地区について、い

つぐらいまでに完了するのか。これで全て７７地区が終わりなのかお聞きいたします。 

新坂高齢者対策係長 

お答えします。今年も引き続き事業名は違うんですが、共助の基盤づくり事業ということ

で社協に委託しておりまして、今、７３地区、未実施地区が４地区に減っております。年内

を目安に全地区をば作成する予定にしております。 

以上です。 

中面幸人委員 
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各それぞれの地区は高齢化が進む中で、それぞれの地区の防災組織図の作成やらそしてこ

の支え合いマップづくりが大変、高齢者、援護を受ける方の心支えになってるというふうに

私も思っております。私の地区でもですね、やっぱりこのマップづくりによってですね、要

援護者がですね、安心するようにというふうに思っております。そこでですね、つくった後

ですね、一応、行政側もそれぞれの地区の区長さん、または民生委員さんたちもですね、把

握されたと思うんですけども、今後ですね、さらにこれをですね、支え合う意味にも強化し

ていくためにですね、例えば毎年変化しますよね。それを各地区でするのか、行政側がする

のか、その辺あたりはどういうふうになっておりますか。 

早瀬生きがい対策課長 

これにつきましては、一応、今年度で全地域にマップづくりはするということでしたが、

実際に平成２５年度から地域座談会というのを開催しております。この地域座談会というの

がマップからみえる要支援者、援護者についてどういう支援、かかわりをできるかというこ

とで、その座談会が確か昨年も１２地区ほどあったかと思いますが、こういう座談会を地域

で継続して開催をしていく、そういう中で防災意識、その辺も含めまして地域をどう自分た

ちで守っていけるかいうような話し合いもされるのかなということと、要援護者台帳のほう

の更新作業にもものすごく有効に働いておりますので、これを継続してやっていきたい事業

だというふうに思っております。 

中面幸人委員 

今、できてるやつをそれぞれ毎年変化していきますよね。それについては行政と一緒に地

区が一緒になって台帳等も変えていくというふうな考え方でよろしいですか。それと、そう

いうふうに台帳等も変えていくんですけれども、さらに例えばマップができてですね、いわ

ば支え合いがそれぞれの地区が支えていく、そういう強化していく対策とかまだほかにも考

えていらっしゃいますか。 

早瀬生きがい対策課長 

対策といいますか、先ほどから出てます元気度アップ事業の中で、地域包括の方の事業、

昨年度から実施してるんですが、各地域で民生委員さん、アドバイザーさん、そういう方々

を中心にやっぱり家から出てこない引きこもりの方々とか支援が必要な方々を集めて地域で

支える、この事業につきましても並行して、そして規模を拡大していきたいというふうに考

えております。 

中面幸人委員 

その中でですね、各地区でいきいきサロン等やっていらっしゃる地区もあるんですけれど

も、これらについてはですね、そういう地区が増えていますか、どうでしょう。 

早瀬生きがい対策課長 

いきいきサロンにつきましても、この地域包括のこの事業の中にも対象となっております

ので、先ほど説明で申しましたように、今、市内で１０か所は確実にこの事業を展開してい

るところがあるということで、今後も増えてくるものというふうに思っております。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。なければ先ほどの質疑に対して、 

竹原恵美委員 

  今のの追加ですけれども、成果表の１４ページ、ちょうど暮らし安心地域支え合いのとこ

ろの最後の部分なんですが、大丸ほか３８地区と書いてあるんです。大丸ほか、大丸を含め

て全３８地区というふうに読んでいいんですか。ほかというと大丸ほか、３９か所ですか。 

早瀬生きがい対策課長 

これにつきましては、２５年度も実施している地区があります。それで２６年度について

は大丸ほか３８地区をということで、大きい区につきましてはこれを五分割、六分割して実

施をしているところであります。 

牟田学委員長 
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いいですか。なければ先ほどの質疑に対して、保護係長から答弁があります。 

別府保護係長 

先ほどの竹原信一議員の御質問にお答えします。先ほど相談件数については何件かという

御質問があったんですが、平成２６年度の相談件数が７４件でございました。７４件に対し

て、申請が３３件、保護開始が２９件でございました。なお、平成２７年度、きょう時点で、

９月３０日時点で、相談件数が４６件、申請件数が２２件、開始件数が１８件と、昨年度に

対しましてちょっと増えております。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。なければ、認定第１号中、生きがい対策課所管の事項について、審

査を一時中止いたします。 

 

（生きがい対策退室、企画調整課入室） 

 

次に、認定第１号中、企画調整課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求め

ますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等

について、簡潔明瞭にお願いします。 

山元企画調整課長 

それでは、平成２６度阿久根市歳入歳出決算、一般会計中、企画調整課所管の事項につい

て御説明いたします。 

初めに、平成２６年度におきまして企画調整課で取り組んだ事業の中で、主なものを御説

明いたします。定住促進と地域の活性化を目的として平成２４年度から実施しております定

住促進対策木造住宅建築補助事業及び移住定住促進補助事業につきましては、平成２６年度

は、定住促進対策木造住宅建築補助事業が、補助件数４１件、補助金額は８７４万円であり、

移住定住促進補助事業が補助件数３４件、補助金額は６７０万円でありました。また、移住

定住促進補助事業を活用して２７人が新たに定住されたところであります。地域づくり活動

支援事業につきましては、地域づくりのための施設整備や活動を行う区を支援する目的で、

平成２５年度から実施しております。平成２６年度は、新たに公益的な活動を行う団体まで

補助対象を拡充し、補助件数は４６区、６団体の計５２団体、補助金額は５２９万８，００

０円でありました。乗合タクシー運行事業につきましては、大川地区、西目・遠見ケ岡・倉

津地区、尾崎・弓木野地区、米次地区、脇本北部・東部・西部地区、多田・桑原城地区で運

行しており、平成２６年度は、運行回数１，４２７回、延べ利用者数２，６３３人、補助金

額は２４８万３，２００円でありました。グループタクシー利用促進事業につきましては、

公共交通の利用が不便な地域の交通弱者の日常生活の利便性の向上等を図る目的で、平成２

６年度から事業を実施したところであり、初年度は、２５人に利用券を交付し、助成額は１

２万１，０００円でありました。肥薩おれんじ鉄道にぎわい交流ステーション事業につきま

しては、阿久根駅を交流、物産・観光、沿線情報発信の拠点として再整備することにより、

沿線地域の観光・産業の活性化に資する事業として、平成２４年度に鹿児島県の地域振興推

進事業特別枠の採択を受け、事業を実施してきたところでございます。このうち、平成２６

年度は、駅舎改修のデザイン業務委託及び工事管理業務委託、駅舎改修工事、駅舎外構工事

の繰越事業として、７，６３６万３１５円で実施し、平成２６年度で全ての事業を完了した

ところであります。海のまち山のまち交流事業につきましては、熊本県多良木町との教育分

野における交流として、本市におきまして鶴翔高校と多良木高校のスポーツ交流を実施する

とともに、産業交流として、多良木町及び本市の物産展において、相互に出展するなど、各

種交流事業を実施したところであります。 

次に、平成２７年度に繰り越した事業について御説明いたします。繰越額の内訳は、総合

戦略策定支援事業９９７万円、移住定住促進事業１，８１７万円であり、いずれも地方創生

の関連事業として国から交付される地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して
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実施するものであります。総合戦略については、現在、本年中の策定を目指して策定作業を

進めているところであり、移住定住促進事業につきましては、定住促進対策木造住宅建築補

助事業、移住定住促進補助事業及び地域支えあい定住支援事業の３事業を実施しているとこ

ろであります。 

それでは、決算内容について御説明申し上げます。初めに歳出について御説明いたします。 

事項別明細書の２２ページ、説明書は２８ページをお開きください。第２款１項８目企画費

でありますが、当初予算５，５６２万５，０００円に対し、地方創生関連事業に係る費用な

どを含む２，４２２万６，０００円を増額補正し、肥薩おれんじ鉄道にぎわい交流ステーシ

ョン事業に係る事故繰越事業費７，６３６万１，０００円を含めた予算現額は１億５，６２

１万２，０００円であります。支出済額は１億１，７６８万８４２円、翌年度繰越額２，８

１４万円、執行率は７５．３％であります。以下、主な内容を御説明いたします。１節報酬

は、第５次阿久根市総合計画後期基本計画の策定に係る総合開発審議会委員の報酬でありま

す。７節賃金は、男女共同参画啓発事業時の託児業務保育士の賃金であります。８節報償費

の主なものは、アクネ大使謝礼１０万６，１１７円、華の５０歳組歓迎レセプション時の演

奏謝礼３万円、阿久根駅交流促進事業として、にぎわい交流館阿久根駅開館記念式典時のア

トラクション謝礼など９万２，０００円、海のまち山のまち交流事業として、スポーツ交流

参加チームへの記念品代９万４，１７６円であります。不用額の主なものは、１０月に実施

を予定しておりました阿久根駅交流促進事業が台風の影響で中止となったことに伴い講師謝

金やアトラクション謝礼が未執行となったことや、男女共同参画事業において関連事業を活

用したことで講師謝金が不要となったことなどによるものであります。９節旅費の主なもの

は、企画一般事務１４万７，５２０円、定住促進対策事業２１万５，８８０円、広報・調査

等交付金事業２５万３２０円であります。不用額の主なものは、電源地域振興センター研修

事業の参加者がなかったことや、旅費の経費節減による執行残などによるものであります。

翌年度繰越額２２万円は、移住定住促進事業に係る旅費であります。１１節需用費の主なも

のは、官庁速報３２万４，０００円、市総合計画後期基本計画印刷製本費３４万５，６００

円、阿久根駅交流促進事業に係るチラシ印刷費など２９万５，８１２円、華の５０歳組歓迎

レセプション食糧費７７万５，５４８円であります。不用額の主なものは、華の５０歳組レ

セプション事業や消耗品等の執行残でございます。１２節役務費は、郵便・電話料、あくね

大使への広報誌や謝礼品の送料などが主なものでございます。１３節委託料の主なものは、

肥薩おれんじ鉄道の駅における柑橘類樹木管理業務９万７，３６２円、折口駅トイレ清掃管

理業務３１万６，９２２円、広報・調査等交付金事業に係るサーベイメーター校正業務１８

万２，３０４円、阿久根駅交流促進事業に係る広報資材作成業務２３万７，６００円、熊本

県多良木町との海のまち山のまち交流事業業務４５万１，３７１円、にぎわい交流ステーシ

ョン事業１，２３９万５，７４３円などであります。このうち、にぎわい交流ステーション

事業は、前年度からの繰越事業であり、阿久根駅舎改修デザイン業務６８６万１，０００円、

阿久根駅舎改修工事監理業務５５３万４，７４３円であります。翌年度繰越額９９７万円は、

地方創生に関する総合戦略策定支援業務に係る費用であります。また不用額につきましては、

海のまち山のまち交流事業業務や折口駅トイレ管理業務の執行残などが主なものであります。

１４節使用料及び賃借料の主なものは、阿久根駅交流促進事業として、阿久根駅開館記念式

典時のテント借上料２８万９，４４０円、男女共同参画事業会場使用料２万５２０円などで

あります。翌年度繰越額１０万円は、移住定住促進事業に係るイベントに参加する際の会場

借上料であります。 

次に、説明書は２９ページになります。１５節工事請負費のにぎわい交流ステーション事

業６，３９６万４，５７２円は、前年度からの繰越事業であり、阿久根駅舎改修工事５，４

５６万５，７１５円、阿久根駅舎外構工事９３９万８，８５７円であります。１８節備品購

入費は、広報・調査等交付金事業に係る放射線量等測定器２台及び専用アルミ収納ケース一

式、７８万６，２４０円、マイク付きワイヤレスアンプ一式及びハンズフリー拡声器３台、
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２６万２，１１６円であります。１９節負担金補助及び交付金のうち、負担金については、

出水地域開発促進協議会１５万１００円、北薩摩振興推進協議会２７万２，０００円、北薩

広域行政事務組合２２１万５，０００円、黒之瀬戸大橋開通４０周年記念事業協議会２８万

９，９１６円など、説明書備考欄に記載のとおりでございます。また、補助金につきまして

は、乗合タクシー運行事業２４８万３，２００円、移住定住促進補助事業６７０万円、定住

促進木造住宅建築補助事業８７４万円、地域づくり活動支援事業５２９万８，０００円、区

合併支援事業４５万４，５００円、肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業６９万７，４３２

円など、説明書備考欄に記載のとおりでございます。翌年度繰越額１，７８５万円は、移住

定住促進事業に係る、定住促進対策木造住宅建築補助事業９７５万円、移住定住促進補助事

業５１０万円及び地域支えあい定住支援事業３００万円であります。不用額については、地

域づくり活動支援事業の執行残が主なものであります。 

次に、事項別明細書は２３ページになります。 

２５節積立金は、ふるさと創生基金利子分５１万６，９４４円、人材育成基金利子分  

１５万８，７１３円、地域振興基金利子分２万３，９４３円、さらに地域振興基金５８５万

３，５３５円の内訳といたしまして、場外車券場設置市地元協力金３５２万５，０４３円、

あくね応援寄附金２１５万５，０００円、かごしま応援寄附金市町村交付金１７万３，４９

２円を地域振興基金に積み立てたものでございます。 

次に、事項別明細書の２９ページ、説明書の３３ページをお開きください。２款５項１目 

統計調査総務費でありますが、予算現額８５１万円、支出済額８４７万７，８０５円で、執

行率９９．６％でございます。２節給料、３節職員手当等、４節共済費の主なものは、担当

職員１名分の人件費に係る経費であり、総務課の所管分でございます。７節賃金は、統計調

査事務補助のための臨時職員１名の９月分の賃金でございます。説明書は３４ページをお開

きください。１３節委託料は、市民所得推計事務に係る委託料でございます。 

次に、事項別明細書の３０ページをお開きください。２目基幹統計調査費でありますが、

予算現額５３８万４，０００円、支出済額４２８万５，３０４円で、執行率７９．６％でご

ざいます。１節報酬は、農林業センサス、全国消費実態調査、経済センサス、商業統計調査、

工業統計調査等に係る調査員及び指導員の報酬であり、不用額は、それぞれの調査実績に基

づく執行残でございます。８節報償費は、全国消費実態調査協力者への謝礼でございます。

１１節需用費は、農林業センサス、商業統計調査、全国消費実態調査、経済センサス等に係

る消耗品が主なものであり、不用額はその執行残でございます。 

次に、事項別明細書の４０ページ、説明書の４３ページをお開きください。第５款２項２

目働く女性の家管理費でありますが、予算現額３９９万円、支出済額３６５万２８２円で、

執行率９１．５％であります。１節報酬は、働く女性の家運営委員会委員５名分の報酬４万

１，４００円及び働く女性の家指導員１名分の報酬１６９万３，０２６円でございます。４

節共済費は、指導員などの社会保険料であり、７節賃金は、働く女性の家の平日の夜間及び

土曜日の警備員の賃金でございます。８節報償費は、働く女性の家で主催した２０講座分の

講師謝金でございます。１４節使用料及び賃借料は、働く女性の家トイレ衛生器具の使用料

が主なものでございます。１８節備品購入費は、調理実習室の電子レンジの購入費でござい

ます。 

以上で主な歳出についての説明を終わり、次に、歳入について御説明いたします。事項別

明細書６ページ、説明書１１ページにお戻りください。第１２款１項８目労働使用料１節労

働使用料８４万１，１６０円は、働く女性の家の施設使用料で、延べ利用者数は９，７２５

人でございます。 

次に、事項別明細書７ページ、説明書１３ページをお開きください。第１３款２項１目総

務費国庫補助金１節総務費補助金の収入済額８，４８９万９，０００円のうち、企画調整課

所管分は、社会資本整備総合交付金９６０万円であり、うみ・まち・にぎわい再生整備事業

に係る市道整備事業に充当しております。 



 

- 24 - 

次に、事項別明細書１０ページ、説明書１５ページをお開きください。第１４款２項１目

総務費県補助金１節総務管理費補助金の収入済額９，２０５万１，４３４円は企画調整課所

管分であり、広報・調査等交付金１６３万１１０円、電源立地地域対策交付金８，９８４万

７，８３２円、鹿児島県地域振興推進事業費３１万４，０００円など、説明書の備考欄に記

載のとおりでございます。このうち、電源立地地域対策交付金は、保健センター施設整備事

業に３００万円、農村環境改善センター施設整備事業に５７６万７２０円、栽培漁業センタ

ー施設整備事業に１，７１０万円、総合体育館内施設修繕事業に８８０万円、海洋センター

施設整備事業に３，６００万円、学校給食センター機器整備事業に３８０万円、農道日ノ山

線道路維持整備事業に係る基金積立に１，５３８万７，１１２円を充当しております。また、

鹿児島県地域振興推進事業費補助金３１万４，０００円は、阿久根駅交流促進事業に充当い

たしております。 

次に、事項別明細書１２ページ、説明書１７ページをお開きください。３項１目総務費委

託金５節統計調査費委託金４４５万６，３７４円は、農林業センサス費２４２万６，０００

円、商業統計調査費４４万６，０６６円、経済センサス費５９万４，８５４円、全国消費実

態調査費７３万４，０００円など、説明書備考欄に記載のとおりでございます。 

次に、事項別明細書１３ページ、説明書１９ページをお開きください。第１５款１項２目

利子及び配当金１節利子及び配当金の収入済額１，２３０万６，８２１円のうち、企画調整

課所管分は、ふるさと創生基金５１万６，９４４円、人材育成基金１５万８，７１３円、地

域振興基金２万３，９４３円でございます。 

次に、事項別明細書は１４ページをお開きください。５目出資金返還金１節出資金返還金

２億５，７１０万円は、北薩摩ふるさとづくり基金の廃止に伴う、出資金及び県補助金の精

算による返還金であり、財政調整基金積立金に充当しております。第１６款１項１目一般寄

附金１節一般寄附金２１５万５，０００円は、あくね応援寄付金として、２４名の方からの

ふるさと納税分でございます。 

次に、事項別明細書１６ページ、説明書は２２ページをお開きください。第１９款諸収入

５項４目雑入２０節雑入のうち、企画調整課所管分につきまして御説明いたします。説明書

２２ページの上から１８行目、一般コミュニティ助成事業助成金２５０万円は、波留区への

一般コミュニティ助成事業に充当しております。下から１０行目、場外車券売場設置市地元

協力金３５２万５，０４３円は、サテライト阿久根の場外車券の売り上げの０．３５パーセ

ントを地元協力金として納めていただいたものであります。一番下の乗合タクシー事業国庫

補助金事業者精算返納金過年度分８６万３，０００円は、乗合タクシー運行事業者対し交付

された前年度の運行実績に対する国庫補助金について、市から交付している乗合タクシー運

行事業補助金と重複することから、同額を返納していただいたものであります。 

次に、事項別明細書１７ページ、説明書は２３ページをお開きください。第２０款１項１

目総務債２節企画債のうち、定住促進対策事業債１，１００万円は、移住定住促進補助事業

と定住促進木造住宅建築補助事業に、集落活性化対策事業債３００万円は、地域づくり活動

支援事業に、それぞれ財源充当したものであり、過疎債のソフト事業分を活用したものでご

ざいます。 

以上で企画調整課所管の事項についての説明を終わりますが、答弁に関しましては私、課

長補佐及び担当係長にてお答えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

中面幸人委員 

説明書の２９ページです。２款１項８目ですね。その中で、乗合タクシー運行事業とグル

ープタクシー利用促進事業、これは関連する事業でありますので、二つまとめてお聞きをい

たしたいと思います。まず初めにですね、乗合タクシーとグループタクシーについては御存

じのとおり、交通不便地区において、高齢者を初めとしてですね、交通弱者の足を確保、生
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活の利便性を図るという目的で始められた事業であるわけなんですけれどもですね、また最

初、乗合タクシーから始め、それの事業にですね、当てはまらないところに今グループタク

シーを平成２６年から事業を始めたわけなんですけれどもですね、このような結果をみてで

すね、執行部側としては、このような事業のやり方で阿久根市の交通弱者の生活の利便性が

確保できている、できると、このような方法で、事業で進めていって阿久根市のそういう状

況が確保されるかというふうに思っていらっしゃいますか。まずそれをお聞きいたします。 

山元企画調整課長 

中面委員にお答えいたします。地域公共交通の確保ということで、平成２２年度から乗合

タクシーを運行いたしまして、２６年度からグループタクシー、それをさらに補完する形で

グループタクシーを運行しているところでございます。乗合タクシーの運行事業につきまし

ては、平成２２年度が運行回数といたしましては、１２６回、補助金額としては１０万９，

７５０円からのスタートだったんですが、これが平成２６年度におきましては、運行依頼に

つきましても当初の大川地区であったものが、その後、西目、尾崎、弓木野、米次、脇本方

面、それから桑原城、多田方面ということで順次エリアを拡大してまいりまして２６年度の

実績としては運行回数といたしまして１，４２７回、補助金額といたしましても２４８万３，

２００円まで増がきてるというとで、一定の御利用をいただいているということで公共交通

の不便な地域での一定の解消につながっているものではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。あわせてグループタクシー事業につきましては、２６年度から実施をした

ところでございますけれども、先ほど御説明申し上げましたとおり、初年度といたしまして

は、運行回数、利用者数が２５人、利用実績としては１２万１，０００円ということでとど

まっているところでございますけれども、これにつきましては、今後、要件といたしまして

最寄りの駅またはバス停から１キロ以上離れたという要件がございますけれども、そういっ

た要件を一定程度見直して、さらに利用しやすい制度ということで交通不便地域の解消を図

っていきたいというふうに考えているところでございます。 

中面幸人委員 

確かに乗合タクシーについてはですね、平成２６年度から開始いたしまして、事業区域を、

運行区域を広げていますから、実際、２５年度よりも２６年度は増えておりますよね。また、

乗合タクシーでどうしても基準に合わないところをグループタクシーで補おうとしたわけで

ございますけれども、２６年度から始めてですね、金額的にも１２万１，０００円に利用者

は２５人というふうになっているわけですよね。こういう状況でですよ、例えば成果表なん

かでも、成果表を見れば公共交通機関の利用が不便な地域の交通弱者である高齢者等の日常

生活の利便性の向上が図られたというふうに成果がなっているわけですけどですね、私はこ

んな状況で、結果でですよ、到底２５人しか利用してないわけなんですが、これでいいのか

とほんとに思っているわけです。例えばですよ、乗合タクシーにしてもですよ、例えば、例

をとれば、田代地区については、尾原までは公共のバスがいるから一番上の地域の方の米次

地区の方が自宅から尾原のバス停までしか乗れないですよね。ほとんど使われていない状況

ですよね。公共のバスを廃止すれば、当然、あそこの４地区については市内までタクシーで

乗り入れできるという状況であるわけなんですけれども、アンケートの結果ですね、どうし

てんバスは残してくれという地元の意向もあって、この状況になっているわけなんですけれ

どもですね。でもやはり、ほんとに足が悪くてですよ、タクシーなりを使わないといけない

という人がいるわけですね。そしてまた今度は乗合タクシーで利用できないところがこのグ

ループタクシーなんですけれども、先ほどから話があるように、１キロ以内はだめというこ

とになってますよね。１００メーターだっても、バス停まで１００メーターだっても足の悪

い方は無理ですよね。だからそういう、この考え方が、例えば公共交通機関でいう、これを

確保するような考え方だから、私はなんか先に進んでいかないのかなというふうな気がする

んですよ。例えば、私がいつも思うのはですね、一人一人の市民にですよ、平等・公平性が

ないと思っているわけなんです。だからそういうふうにするにはですね、私はこういうのは
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あっさりなくしてしまって、例えばある程度の年齢の方にですよ、どうしても足がないとい

う方には区長さんなり民生委員なりがいるわけだから、そうしたらその方なんかにですね、

年間ですよ、例えばグループタクシーの年間６０枚とか、そういう券をですね、そういう人

に、全市民に配ったほうがほんとに市民は平等にですよ、なると思うんですよ。あっさりこ

ういうふうに事業を、そういうふうな形に変えれないのか、あくまでもこういう形で進んで

いくのか、先ほど今、課長のほうは若干、公共のバス停までをちょっと距離数を見直すとい

うことを言われましたけど、やはりそういう形で進んでいくのか、全くこの事業を別な事業

に切り替えはできないのですか。 

山元企画調整課長 

中面委員にお答えいたします。現時点におかれましては、私どもといたしましては、この

グループタクシー事業につきましては、あくまで公共交通の補完的な役割という形で昨年度

から導入しているところでございます。現時点におきましては、やはりそういう公共交通の

補完という形でですね、進めさせていただければというふうに考えているところでございま

す。 

中面幸人委員 

私が先ほど言ったようにですね、そういう考え方ですよね。公共交通機関の補完という形

の考え方だから、こういうことになってしまうと。やっぱり市民はほんとに高齢化が進んで

ですよ、それこそ自分の自宅の庭先までタクシーに来てもらって、それぞれ病院なり買い物

に行くという、これが一番市民の福祉につながっていくというふうに思うわけですよね。だ

から、こういうふうな考え方にやはり変えなければならないと私は思うわけなんですよ。こ

れがやっぱり市民の福祉・向上にですね、それこそ平等に、公平な事業になると私は思って

おるんですけれども、やはりその辺あたりを、考え方を変えないと、私はこんなやり方でい

けばいつまでもですね、市民の福祉の向上は図れないと思うんですけど、今後そういうふう

な考え方、このままで行くんですか。 

山元企画調整課長 

当面、２７年度におきましては、このグループタクシーという形で進めさせていただいて

おりますので、現時点におきましてはこの形で進めさせていただいて、なるべく私どもも対

象者につきましては利用していただけるような努力をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

中面幸人委員 

この件についてはですね、これ以上ここで言うのもですから、それぞれほんと私はそうい

うふうに思っておりますのでですね、ぜひまたそういうことも検討しながらですね、やはり

いい方向に市民の福祉のためにですね、していかなければならないと思いますので、よろし

く御検討をお願いしたいと思います。 

牟田学委員長 

ほかに。 

竹原恵美委員 

説明書の２８ページです。２款１項８目、企画費の中で、まず、海のまち山のまち交流事

業、記念品があったり、交流事業業務があったりするんですけれども、まずその上のほうか

ら、記念品、これはスポーツチームへ何が贈られたのでしょうか。 

山元企画調整課長 

竹原委員にお答えいたします。この記念品につきましては、鶴翔高校と多良木高校の硬式

野球部と女子バレーチームの交流試合でございまして、それぞれの両校のチームに対しまし

てボールを記念品としてお贈りさせていただいたところでございます。 

竹原恵美委員 

では交流事業業務、４５万１，３７１円、これは、内訳は何でしょうか。 

山元企画調整課長 
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竹原委員にお答えいたします。海のまち山のまち交流事業の委託事業の内容についてです

けれども、この事業につきましては、内容といたしましては、鶴翔高校と多良木高校とのス

ポーツ交流の後に、多良木町と本市の関係者による交流会を実施したところでございます。

それとあわせまして、多良木町のほうで開催されました恵比寿祭り、農林商工祭、こちらの

ほうに阿久根市のほうから観光ＰＲ及び特産品販売ということで伺っているところでありま

す。逆に、阿久根市の産業祭のほうには多良木町のほうから観光ＰＲ及び特産品販売に来て

いただいているということで、このスポーツ交流の後の両市長の交流事業の部分と産業交流

の部分の連絡調整、こういったところを委託業務として委託をしたところでございます。 

竹原恵美委員 

この交流事業そのものというのは、スタートはブルートレインだったやに私は理解してい

るんですけれども、それはそのまま、理解は正しいですか。 

山元企画調整課長 

この多良木町との交流のそもそものきっかけといたしましては、今、委員がおっしゃいま

すように、ブルートレインを活用いたしました宿泊体験施設、これを阿久根市が導入したこ

とと、それを多良木町のほうも同じような事業を実施されたということで、それが御縁で交

流が始まったというふうに伺っているところでございます。 

竹原恵美委員 

今に至っては、阿久根市はもうブルートレインを活かしてはいない、活かせる状態にはな

いんですが、この多良木町との交流が良い悪いではなくて、まず意義はなんでしょう。交流

のために何か会を設けてるように見えるんですけれども、この交流を活かして、交流を持つ

こと自体に意義があるというのか、交流を活かして物品、販売に活かしてるからこれを成果

としているというふうに理解してるんですか。 

山元企画調整課長 

海のまち山のまち交流事業につきましては、阿久根市につきましては、この東シナ海に面

した海のまち、一方、多良木町につきましては、球磨郡の山林に囲まれた山のまちというこ

とでそれぞれの自然が豊かという部分では、それぞれ地域の特性を活かしたまちづくりを行

っているところなんですけれども、そういう意味で、阿久根市と山のまちの多良木町、それ

ぞれの特性を活かした地域間交流ができればということで取り組んでいるところでございま

す。多良木町のほうといたしましても、スポーツ交流だけではなくて、産業交流ですとか、

いろんな文化交流ですとか、そういったところ、幅広い交流をできればということで、そう

いう御意向をいただいておりまして、実際に防災協定等についても締結をしているというよ

うな状況もございます。 

以上です。 

竹原恵美委員 

もう今に至っては、ブルートレインをこちらも阿久根も活かしたということはもう考えて

いない、そういうことは必要性がないところにありますか。 

山元企画調整課長 

この交流自体は、ブルートレインを活用した地域づくりということの御縁で始まった部分

ではございますが、現在はブルートレインを活用したということではなくて、多良木町と阿

久根市との間でそういう教育・文化・産業、そういった幅広い分野での交流をできればとい

うことでの事業というふうに考えているところでございます。 

竹原恵美委員 

交流事業、わかりました。同じところの、２款１項８目、企画費の中で、放射線量等測定

器一式、７８万６，２４０円があるんですが、これはどこにあって、どのように使う目的で

購入したものでしょうか。 

山元企画調整課長 

竹原委員にお答えいたします。この測定機器につきましては、サーベメーター２台を購入
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したものでございます。これにつきましては、現在、企画調整課のほうで保管をしていると

ころでございます。使用目的といたしましては、やはり川内原子力発電所の周辺自治体とい

うことで、一昨年も原子力の防災訓練が実施されたところではございますけれども、今後、

そういう防災訓練等を実施する際にやはりこういう機器を活用しての測定についても、そう

いう防災訓練等に活用していくというような形で考えているところございます。 

竹原恵美委員 

今、訓練に対して使われるということはわかったんですけれども、災害時に誰が担当して

これを使って、どういうふうに使っていく、どういうふうにこの値を活かしていくというの

ははっきりしていますか。 

山元企画調整課長 

ここにつきましては、現在、誰が使うというところまでの役割を明確にはまだしてはいな

いところでございます。ただ、１人でもこの機器の取り扱いができるように、そういう防災

原子力機器の取り扱い等の、原子力に関する講習等がある際には職員が出席をして、これの

取り扱いをできる職員が１人でも増えるような形で現在考えているところでございます。今

後、防災訓練等が開催される中でですね、そういった役割分担についても訓練を実施しなが

ら実際のいざというときに備えられるような体制がつくれればというふうに考えているとこ

ろでございます。 

竹原恵美委員 

この前の福島の時には、スピーディも活かされなかった。あっても活かされなかった。使

い方もどう派生していくかということもはっきり、結局活かすことはできなかったんですけ

ど。今、使う人はわからない。だけれども、どのようにこれを使って、活かしていくか、と

いうことは決まっているんですか。値を測った。測ったらこの値をどう活かしていくという

計画は立てられているんでしょうか。購入はしましたが。 

山元企画調整課長 

サーベメーターの使用につきましては、用途といたしましては、空間線量の測定と汚染状

態を測定するための表面の放射能を測定する機器ということで配備をしているところでござ

いますけれども、具体的に活用の方策といたしましては、今後訓練の中できちっと定めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

竹原恵美委員 

９月末には災害時の避難計画が策定されようかというところにあると思いますけれども、

そちらの進捗はいかがですか。そこにここの購入したこの活かし方というのが反映されてい

るんでしょうか。 

牟田学委員長 

所管課は総務課になりますので。 

竹原恵美委員 

そうなんだ。どうも買ったけれども、使い方も宙に浮いてるように思いますがいかがです

か。 

山元企画調整課長 

使い方につきましては、現在、職員の中でも研修を進めておりまして、そういう機器の取

り扱い等については習得を深めているところでございますけれども、今後の活用ということ

につきましては、今年末に原子力防災訓練等も予定されておりますので、そういった中で、

この機器につきましても測定をしながら訓練の中で活用していくというふうに、訓練の中で

活用しながら、いざというときにも対応できるような体制を整えていければというふうに考

えているところでございます。 

竹原恵美委員 

使い方ではなくて、活用の仕方といえばお伝えできたんだろうと思います。活用の仕方が

明確にされる必要があるかと思います。お願いします。 
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濵田洋一委員 

説明書の２９ページですが、２款１項８目の地域づくり活動支援事業の５２９万８，００

０円とありますけれども、この地域づくり活動支援事業で市の単独事業ということで、先ほ

ど冒頭、課長のほうから説明をいただきましたが、施設整備や活動を行う区や団体に対して

の補助金ということでありますが、具体的な活動等はどういったものがあったでしょうか。

教えていただければありがたいと思います。 

山元企画調整課長 

濵田委員にお答えいたします。地域づくり活動支援事業の主な活用策ということでござい

ますけれども、各区におきましては、ハード事業、施設整備に係る部分としては、主にはご

みステーションの設置というところについて使われている例が多くございました。ソフト事

業といたしましては、各区で開催されております敬老会の際に、この事業を活用していただ

くというような例が多く見受けられたところでございます。あと、各団体といたしましては、

校区の体育祭ですとか、通り会での花を植えたりする環境美化の取り組みですとか、そうい

った部分で活用されているという状況でございます。 

濵田洋一委員 

地域づくりにおきまして、大変良い事業かと思いますが、現在、２７年度も継続されてい

るんでしょうか。 

山元企画調整課長 

２７年度においても、継続しております。 

牟田学委員長 

ほかに。 

竹原恵美委員 

先ほどの放射線量の機器なんですけれども、こちらに、つまり避難は総務課にもかかわら

ず、こちらに保管してある、今までも機器もあったりヨウ素剤があったりいろいろあります

けれども、管理はこちらなんですか。 

山元企画調整課長 

管理としては、この測定機器の部分につきましては現在、企画調整課のほうで管理をして

いるところでございます。 

竹原恵美委員 

購入して、活かしていかなければならないんですけれども、そこのずれ、現在保管してい

て、管理者になっているんでしょうけども、そこは作業としてずれてはいませんか。 

山元企画調整課長 

現在、保管自体は企画調整課のほうで保管をしてございますけれども、機器の取り扱いに

ついては企画調整課の職員並びに総務課の危機管理の職員等についても使えるような状態を

とっているということで、どちらでも使えるような形をとっているところではございます。

なお、今後、訓練を重ねる中でですね、保管場所等、適切な場所というのがあるようであれ

ば、そこについては訓練、いざというときにきちんと使えるような保管のあり方というのを

今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

竹原恵美委員 

保管をする、そして、物の利用できる状態に確保しなければいけない責任者、責任の所在

と物の所在と、いえば責任が宙に浮くような管理の仕方はしないでいただきたいと思います。

あちらが保管が悪かったからではない、トータルとして管理できるような状態をつくるべき

ではないかと思われます。お願いします。 

牟田学委員長 

ほかに。 

中面幸人委員 

ちょっと課長説明の時に聞き逃したのでお聞きしたんですけれども、説明書の２２ページ
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のですね、２款１項８目企画費の中の委託料について、ちょっと私聞き逃したので説明して

いただけませんかね。もう一回。すみません。説明書の２２ページのですね、２款１項８目

企画費の中の１３節の委託料ですね。事項別のほうです。すみません。特にこの明許繰越の

分についてちょっと説明いただければ。 

山元企画調整課長 

この明許繰越の９９７万円につきましては、地方創生関連の総合戦略策定支援業務に係る

委託料ということで、現在、２７年度に事業を繰り越して実施をしているところでございま

す。 

中面幸人委員 

私もたぶんそうじゃないかと思って、この間、コンサルタントのほうに委託をした物件で

ありますよね。これについてはですよ、例えば今、阿久根のほうも地方戦略本部をつくって

やっているわけなんですけれども、この委託のいわばコンサルタントが上がってきた、これ

をその戦略のたたき台にするような形として考えてよろしいんですか。それとは別なんです

か。どういうあれ、どういう形、結果的にですよ、この委託の、委託については、今、行政

側でも本部を立ち上げてやってますよね。そしてまた市民からもいろんな意見を聞いてやっ

ていますよね。そういう中で、この委託業務については、その結果、成果についてはどのよ

うに、例えば阿久根の総合戦略のたたき台となるのか、どういう考え方ですか。 

山元企画調整課長 

中面委員にお答えいたします。この戦略策定支援業務の内容といたしましては、人口ビジ

ョン策定並びに総合戦略策定の支援を委託しているものでございます。内容といたしまして

は、現在、庁内で創生本部を立ち上げておりまして、外部でも地方創生委員会ということで

立ち上げているところでございまして、その中で、人口ビジョン並びに総合戦略については、

内容について検討していただくことにしてるんですけれども、最終的には市として策定する

ことになるんですけれども、その策定の支援をしていただくというような形で考えていると

ころでございます。具体的には、例えば人口ビジョンを策定するに当たりましてのアンケー

ト調査の実施を委託業者を通じて回収、集計作業を行ってもらうとか、その分析、あるいは

人口ビジョンを策定するための分析、そういったところを委託でやってもらっているところ

でございます。 

中面幸人委員 

結局、執行部側の考え方としては、大体、本年度中ですね、年度末じゃなくで、１２月末

ぐらいまでに戦略策定をやろうというふうにお聞きしましたけれども、この委託業務もそう

いう形で一緒にしていくというような捉え方でいいんですか。そういう阿久根の戦略の支援

のための委託という考え方でよろしいんですか。 

山元企画調整課長 

委員がおっしゃるとおり、年内に策定を予定しておりますので、その策定のための支援を

行ってもらうというふうに考えているところでございます。 

中面幸人委員 

例えば、近隣の長島町ではですね、総務省のほうから人材派遣制度を利用してきておりま

すけれども、そういう形の、例えば支援、派遣制度できてもらっている人がおりますよね。

そういう人が、長島町については一生懸命やっていると思うんだけど、そういうのと同じよ

うな考え方でいいんですか。いわば、はっきりいえばよくわからんから、そういうふうにコ

ンサルタントに支援をもらってつくっていきますよという考え方でよろしいんですか。 

山元企画調整課長 

この策定支援業務はあくまで市が総合戦略を策定する上でいろんな支援をお願いしようと

するものでございまして、戦略そのものは市のほうで策定をしていくと、本部会議、あるい

は委員会等を通じて策定していくというふうに考えているところでございます。その中で、

アンケート調査の回収・集計・分析、そういった部分ですとか、戦略策定のためのいろんな
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分析作業、そういったところをですね、委託をして、委託業務ということで考えているとこ

ろでございます。 

牟田学委員長 

  ほかにありませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ、認定第１号中、企画調整課所管の事項について、審査を一時中止いたします。

この際、暫時休憩します。 

 

（企画調整課退室、農政課入室） 

 

（休憩 １４：２１～１４：３１） 

 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、認定第１号中、農政課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

谷口農政課長 

農政課所管分について、御説明いたします。近年の農業を取巻く情勢は、農家の高齢化、

担い手不足、耕作放棄地の増加など厳しい現状ではございますが、農政課といたしましては、

人と農地の問題を解決するための人・農地プランの見直しや地域担い手への農地の集積・集

約を行い規模拡大や耕作放棄地の発生の防止・解消を図ることを目的とした農地中間管理事

業を推進しているところであります。 

初めに、新規事業等に係る事業の執行による行政効果等について、御説明いたします。歳

入歳出決算事項別明細書の４１ページをお願いいたします。まず、農政管理係においては、 

１点目に、６款１項３目１３節委託料のうち農業振興地域整備促進事業についてですが、こ

れは農業振興地域の整備に関する法律第１２条の２の規定により、おおむね５年ごとに見直

しを行うもので、農業振興地域整備計画書策定業務を、平成２６年度から平成２７年度への

繰越事業として実施し、この見直しにより、将来にわたって保全すべき優良な農用地の確保

と農業施策の計画的な実施の推進が図られるものと考えております。 

２点目に、４２ページになります。４目１１節で予備費からの充用が６０万５，０００円

ございますが、これは、本市と観光交流を進めている熊本県多摩郡多良木町で平成２６年４

月に高病原性鳥インフルエンザが発生した際、支援策として消毒薬を購入し提供したほか、

同じく４月に出水市高尾野町江内地区において豚流行性下痢が発生したことを受け、市内５

農場に消毒薬を支援したものでございます。さらに、１１月に出水市においてマナヅル１羽

が確認されたことから、防疫対策として消毒薬等を購入し対応したものです。また、１８節 

備品購入費の予備費からの充用５８万１，０００円につきましては、先ほど説明いたしまし

た出水市の高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、水際対策として消毒マット購入し、主

要施設に設置したものであります。これらのことから、本市における悪性伝染病の発生を防

止できたものと考えます。 

３点目に、４５ページになります。６款１項１１目１５節 工事請負費の阿久根市西目地

区集会施設太陽光発電、蓄電池及びＬＥＤ設置工事事業についてですが、西目地区集会施設

は、災害時の避難所として阿久根市地域防災計画で指定してある施設であり、大規模な災害

等により施設の電源が断たれる事態が発生した場合においても、避難所として十分に機能を

果たすことができる災害に強い拠点づくりのため、この事業を実施したところであります。 

具体的な事業内容としましては、公共施設再生可能エネルギー等導入事業を活用し、１０キ

ロワットの太陽光システムと１５キロワット時のリチウムイオン蓄電池の設置、ＬＥＤ照明

への取替え等、平成２６年度から平成２７年度への繰越事業として実施し平成２７年７月３
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１日をもって完了したものでございます。 

次に農村振興係においては、４２ページになりますが、１点目に、６款１項５目１３節 

委託料では、県営農地整備事業（中山間地域型）阿久根南部地区の平成２８年度事業採択に

向け、農村振興基本計画や活性化計画並びに営農環境整備事業実施計画書等の策定業務委託

料であります。この事業は、阿久根南部地区を県営事業において、農業生産基盤と農村生活

環境基盤を総合的に整備し地域農業の活性化及び民生の安定を図るもので、農業生産基盤の

補助率は、国が５５％、県が２９．５％、市が１５．５％で農家負担としては５％の予定で

ございます。 

２点目に、４３ページになりますが、１５節の工事請負費では、折多排水機場の真空ポン

プが老朽化のため故障し、排水機場の湛水防除機能に支障が出ることから、臨時交付金事業

で真空ポンプを更新したものでございます。 

３点目に、１９節負担金補助及び交付金では、平成２６年度から県営農村地域防災減災事

業（土砂崩壊防止事業）桐野上地区が事業採択され、畑地や樹園地の土砂の流出・流入、崩

壊等による農地浸食防止のため排水路の整備を行うものでございます。補助率は、国が５

０％、県が４５％、市が５％でございます。 

次に、改良を加えた事業の執行による行政効果等については、農地・水路・農道など農業

集落における地域資源を将来に渡って地域が、適切に守っていくための政策として、平成１

９年度に農地・水保全管理支払交付金として事業化されておりましたが、平成２６年度から

名称が、多面的機能支払交付金となり、これまでは平地を対象とした事業でございましたが、

中山間地域などの傾斜地も取組める事業に拡充をされました。従いまして、中山間地域の農

地や地域資源の保全管理に対する支援策として、かなりの効果が上がるものと期待をしてお

ります。 

以上が、新規事業及び改良を加えた事業になります。 

これより、決算内容の説明に入ります。まず、歳出から御説明致します。決算に関する説

明書は４４ページ、事項別明細書は４１ページをお開き下さい。６款農林水産業費１項２目 

農業総務費２節給料から４節共済費までは、職員１５名の人件費であります。８節報償費１

４９万７，６００円は、小組合長謝金であります。２６年度は、９６小組合に対し、均等割

１５，０００円のほか、距離割として市内旅費規程に合わせて支給したものであります。１

９節負担金補助及び交付金２３９万４，５６０円は、市産業祭の負担金２００万円が主なも

のであります。 

次に、３目農業振興費でありますが、１節報酬２２６万８，１３５円は、農業専門指導員

報酬が主なものであります。７節賃金１５３万２，６４９円は、鳥獣被害対策実践事業によ

る農地等パトロール員の賃金が主なものであります。１３節委託料については、冒頭説明い

たしました明許繰越の農業振興地域全体見直しに係る農業振興地域整備計画書策定業務であ

り、平成２７年度から３５６万４，０００円を繰り越し、平成２７年7月３０日に完了して

おります。１９節負担金補助及び交付金につきましては、主に阿久根市の農業振興策のため

のソフト事業に要する経費でありまして、国や県の補助事業のほか、市の単独事業等の取り

組みに対し補助金等を交付しているものであります。不用額３７８万１，１８９円は、当該、

目内にある全２１事業等の予算執行残額でありますが、中でも、農作物鳥獣害防止施設整備

事業における５０万５，０００円と活動火山周辺地域防災営農対策事２７５万４，０００円

が主なものであります。 

次に４目畜産業費でありますが、説明書は４５ページ、明細書は４２ページになります。

１１節需用費への予備費からの充用６０万５，０００円と１８節備品購入費への予備費から

の充用５８万１，０００円につきましては、冒頭 説明いたしましたとおり、高病原性鳥イ

ンフルエンザ並びに豚流行性下痢が発生した際に、防疫対策として消毒薬や消毒マット購入

し対応したものでございます。２１節貸付金９，２００万円は、肥育用の和牛、乳牛及び豚

の素畜を導入された畜産農家の経営安定のために、市が資金を融資した金融機関に対し、元
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金を貸付けたものであります。本制度は、市内の畜産農家が肥育用素畜を導入する際、素畜

価格の高騰に対応し、畜産農家の経費負担を軽減することを目的に創設された資金でありま

すが、畜産物価格が低迷している中であり、今後とも継続的支援が必要なものであると考え

ております。 

次に、５目農地費でありますが、説明書は４５ページ、明細書は４２ページになります。

１３節委託料の不用額２７８万８，８２９円は、農地整備事業（中山間地域型）阿久根南部

地区の事業採択に向け、農村振興基本計画や活性化計画並びに営農環境整備事業実施計画等

の策定業務委託の入札執行残でございます。１５節工事請負費の９９７万８，０００円は、

臨時交付金事業を活用した折多排水機場の真空ポンプ取替等改修工事７１２万８，０００円

と単独事業の松ケ根ため池漏水防止工事ほか２８５万円が主なものでございます。１７節公

有財産購入費の２１７万７，９９０円は、中山間地域総合整備事業阿久根北部地区で実施し

た、ほ場整備４団地の換地処分における道路・水路等の清算用地費でございます。１９節負

担金補助及び交付金の不用額８５万５，２３５円につきましては、２６年度から農地・水保

全管理交付金が、多面的機能支払交付金に事業名が変わり、事業拡大のため６地区から２９

地区に広げる計画でいましたが、実績としては２２地区となったことによる執行残でござい

ます。また、ここでの負担金については、阿久根市の農業振興策のためのハード事業に要す

る経費で、ほとんど県が事業主体であり、市は、負担金を支払っているものでございます。

支出済額が１００万円以上の事業につきまして説明させていただきます。県営中山間地域総

合整備事業（阿久根北部）６３３万円につきましては、大漉地区の農業用用排水施設の整備、

大林地区の防火水槽等を実施しましたが、平成２７年度の補完工事をもって事業を完了予定

でございます。 

次に、共同活動支援交付金３１５万５，５９５円につきましては、多面的機能支払交付金

の中の共同活動支援交付金として地域共同による農地・農業用水等の基本的な保全管理活動

を実施する地域に対して国５０％、県２５％、市２５％の市負担金を支出しているもので、

平成２６年度は、折多校区の自然を守る会ほか２１活動組織が交付金を受けられたところで

ございます。 

次に県営防災ダム事業４００万円につきましては、高松ダム流域における洪水被害を最小

限にくい止めるための調節機能を高めるため、ダム設備等の改修を実施するものであります。

平成２６年度は、高松ダムの監視カメラやダム湖の浚渫等を実施していただきました。なお、

本事業の負担割合は、国が５５％、県が４０％、市が５％となっています。向上活動支援交

付金１０３万３，４００円につきましては、多面的機能支払交付金の中の交付金で、農地周

りの水路・農道等の施設の長寿命化のための補修・更新などを行う活動組織に対し支援を行

うものであります。平成２６年度は、折多校区の自然を守る会ほか、２活動組織が交付金を

受けられたところであります。なお、この事業負担割合つきましては、国が５０％、県が２

５％、市が２５％となっています。県営農地整備事業阿久根第２地区１，７５５万８，２５

０円につきましては、平成２５年度から２７年度までの３か年間の事業で、園田内田線、赤

瀬川本線、牧内桑原城線において保全対策計画に基づき路面改良等を実施するものでござい

ます。なお、本事業の負担割合は、国が５０％、県が２９．５％、市が２０．５％となって

いるところでございます。中山間地域総合整備事業（阿久根南部地区）については、事業名

を農地整備事業（中山間地域型）阿久根南部地区として申請することになり、負担金３２５

万円は、平成２８年度採択へ向けて県発注の事業計画書作成業務委託への負担金で、その割

合は、国が５０％、県が２５％、市が２５％となっております。７目ダム管理費は、高松ダ

ムの洪水調節や高松川流域に設置しています、ダム関連施設等の維持管理及び保守点検等の

管理業務費であります。このうち、１１節需用費の支出済額１１５万７，１３４円につきま

しては、高松ダム管理事務所のほか、各警報局、水位局、雨量局等の電気料が主なものであ

ります。１３節委託料の支出済額１４２万５，８１６円につきましては、高松ダムの無線設

備保守点検業務委託１３５万円が主なものであります。１４節使用料賃借料の予算残額４８
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万６，４５５円につきましては、ダム湖のごみの除去の予定で計上していましたが、防災ダ

ム事業での浚渫で除去してもらったための不用額でございます。 

次に、事項別明細書は４４ページになりますが、９目農林業振興センター費でありますが、

１５節工事請負費の支出済額４７万５，２００円につきましては、農業栽培施設内の６号ハ

ウスへの取付道路及びハウス上部の準備施設付近が、農業用機械操作によっては転落の恐れ

があるとして、安全対策としてガードレールを設置したものでございます。１７節公有財産

購入費の支出済額２４４万８００円については、農業栽培施設内の３号ハウス、ボイラー用

の油タンクが経年劣化により油漏れが生じていたため５９万４，０００円で取替えを行い、

また、施設内の受水槽付給水ポンプユニットが、同じく経年劣化により機能不能となり、栽

培施設全体へ水の供給ができなくなったことから１８４万６，８００円で取り替えを行いま

した。１８節備品購入費の支出済額１８７万９，８４８円の主なものは、平成２年４月の開

所以来、使用していたトラクターが経年劣化に伴い作動不能となったため電源立地地域対策

交付金を活用して１７６万４，７２０円で更新したものでございます。 

次に、１０目農村環境改善センター管理費のうち１５節工事請負費の不用額の８１万円に

つきましては、農産加工室の利用に際して衛生管理や利用者の体調管理の面から厨房用冷房

空調機設置についての要望が多く寄せられ、今回、臨時交付金を活用し、２２１万４，００

０円で整備を行った入札執行残でございます。１７節公有財産購入費の支出済額３９９万６，

０００円につきましては、開所当初より使用していた多目的ホール冷暖房機４基のうち２基

が経年劣化に伴い機能不能となったため、電源立地地域対策交付金を活用して取り替えたも

のでございます。１８節備品購入費の支出済額２８万１，８８０円は、事務所用冷暖房機１

２万２，０４０円の設置と農産加工室の木製セイロが破損したため１５万９，８４０円で取

り替えたものでございます。 

次に、１１目農業構造改善センター管理費でありますが、１５節工事請負費については、

冒頭 説明いたしました明許繰越の阿久根市西目地区集会施設太陽光発電、蓄電池及びＬＥ

Ｄ設置工事事業であります。平成２７年度への繰越事業として実施し、工事請負契約額は３，

０３４万２，０００円で平成２７年７月３１日をもって完了しております。 

次に、１３目折多活性化施設管理費でありますが、説明書は４８ページ、明細書は４６ペ

ージになります。１３節委託料１６４万３，５４４円については、平成２６年６月９日から

の利用開始に伴い、施設の清掃作業等管理業務を１５０万７，６８０円で委託したほか、浄

化槽維持管理業務と消防設備点検業務も委託したものでございます。 

次に説明書は６８ページ、明細書も６８ページをお開きください。１１款災害復旧費４項 

１目単独農業施設災害復旧費でありますが、１４節使用料及び賃借料につきましては、災害

による重機借上げ等がなかったために不用額となったものでございます。１５節工事請負費

につきましては、農地災害１か所と施設災害２か所で計３か所、９８万１，０００円でござ

いました。２目補助農業施設災害復旧費でありますが、１５節工事請負費につきましては、

農地災害１か所と施設災害３か所で計４か所、５０８万６，８００円でございました。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。決算に関する説明書は９ペー

ジ、事項別明細書は、４ペ－ジになります。１１款分担金及び負担金１項１目農林水産業費

分担金１節農業費分担金の収入済額１９９万７，５２７円は、土地改良施設維持管理適正化

事業と中山間地域総合整備事業（阿久根北部地区）と農業・農村活性化推進施設等整備事業

及び農地災害復旧事業費の事業実施に伴う受益者負担金であります。土地改良施設維持管理

適正化事業費の２５万１，４００円につきましては、平成２７年度事業で実施予定の鶴田頭

首工のゲート関係塗装に係る受益者負担金であり、事業費の３０％相当額を５か年計画で負

担しようとするものでございます。それから中山間地域総合整備事業は、大漉地区農業用用

水施設整備事業の実施に伴う１４３万５，０００円であり、負担割合は５パーセントという

ことになっております。それから農業・農村活性化推進施設等整備事業は、中津原地区のポ

ンプ取替工事に伴う２４万７，５００円であり、負担割合は、１６．５％でございます。そ
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れから農地災害復旧事業費に伴う６万３，６２７円は、補助災の農地災害の分が５万１，２

２２円で、単独災の農地災害の分が１万２，４０５円でございます。 

次に、説明書の１０ページ、明細書では５ページになります。１２款使用料及び手数料１

項４目農林水産業使用料１節農業使用料の収入済額９５万３，５１０円は、農村環境改善セ

ンター、構造改善センター及び折多地区活性化施設の会議室及び冷暖房使用料でございます。 

次に説明書の１６ペ－ジ、明細書では１１ペ－ジになります。１４款２項５目農林水産業

費県補助金１節農業費補助金の収入済額５，９４５万２，８３７円のうち、農政課所管に係

るものは、説明書の１６ページにあります中山間地域等直接支払制度事業費７３７万３，５

３３円や活動火山周辺地域防災営農対策事業費の１，６０３万円２，０００円及び青年就農

給付金事業費１，７２５万円、鳥獣被害対策実践事業費６８０万３，０００円が主なもので

ありまして、合計１４件の事業費補助であります。 

次に説明書の１７ペ－ジ、明細書では１２ペ－ジになります。１０目災害復旧費県補助金

５節農業施設災害復旧費補助金の収入済額４６１万７，４９６円は、農業施設災害復旧事業

実施に伴う補助金を県から受けたものでございます。 

次に説明書の１８ページ、明細書は１３ページになります。３項５目農林水産業費委託金

１節農業費委託金の収入済額２８万９，７２０円は、海岸保全区域に指定された折口海岸及

び飛松海岸の管理に対する県からの委託金１５万円と、県営中山間地域総合整備事業阿久根

北部地区の事業実施に伴う用地取得に対する業務費３万６，７２０円と市町村権限移譲交付

金１０万３，０００円を県から受けたものでございます。 

次に、説明書の１９ページ、明細書は１３ページになります。１５款財産収入１項２目利

子及び配当金１節利子及び配当金の収入済額１，２３０万６，８２１円のうち農政課所管は、

説明書の１９ページの上から１０行目にあります基金利子で、肉用牛特別導入事業基金の積

立利息２，２７９円であります。 

次に２項３目生産物売払収入１節生産物売払収入の収入済額１，９２４万６，０５３円の

うち、農政課所管に係るものは、農林業振興センターの２４６万６，４０５円で、花き類の

苗、切り花及び園芸作物等の生産販売収入でございます。 

次に、説明書は２０ページになります。１７款繰入金 １項４目市有施設整備基金繰入金

１節市有施設整備基金繰入金の収入済額６億４，４７８万１，２３４円のうち農政課所管は、

農林業振興センターの受水槽付給水ポンプユニット取替えなどの修繕料に３０２万３，００

０円、また、農村環境改善センターの加工室厨房空調機設置費用など３０１万９，０００円

を繰り入れたものでございます。 

次に明細書では１６ページになります。１９款諸収入３項２目農林水産業費貸付金元利収

入１節農業費貸付金元利収入の収入済額９，２０１万８，４００円は、素畜導入資金として

ＪＡ鹿児島いずみへ貸付けた元金の受入額９，２００万円と元金に対する０．０２％の貸付

金利子１８，４００円の受入額であります。 

次に説明書の２１ぺージから２３ページになります。５項４目２０節雑入のうち農政課所

管分は、主に４項目ありますが、まず２２ページの上から１６行目の耕作放棄地解消対策事

業農地賃貸料２万８，５２４円と、同ページの６行下にあります特定野菜等供給産地育成価

格差補給事業に係る返戻金２７万１，５４０円と、同ページ下から３行目にあります口蹄疫

対策地域活性化事業助成金１４４万２，０００円と、２３ページの上から１０行目にありま

す折多地区集会施設自動販売機電気料２万２，１６０円でございます。特定野菜等供給産地

育成価格差補給事業に係る返戻金につきましては、野菜の価格が著しく低落した場合に、価

格差補給金を交付するために、県青果物生産出荷安定基金協会に資金造成を行っているもの

でありますが、平成２６年度分は、負担金見込額を支払額が下回りましたことにより、積立

残額との差額分相当額の返戻を受けたものでございます。 

次に説明書の２３ページ、明細書は１７ページになります。２０款市債１項５目農林水産

業債１節農業債の収入済額２，５５０万円は、土砂崩壊防止事業債ほか４事業実施に伴う財
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源充当債であります。内訳といたしまして、土砂崩壊防止事業債が６０万円で、県営中山間

地域総合整備事業債が２９０万円で充当率７５％、県営防災ダム事業債が３８０万円で充当

率９０％、商談会出展事業債が７０万円で充当率９０％、県営農地整備事業債が１，７５０

万円で充当率１００％となっているところでございます。その他、各種事業の成果等につき

ましては、別冊主要事業の成果説明書４５ページから５６ページを御参照くださいますよう

お願いいたします。 

以上で、農政課所管についての説明を終わりますが、答弁につきましては私と他の担当係

長でお答えいたしますのでよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

仮屋園一徳委員 

主要事業の成果説明書のほうでですね、５１ページ、６款１項５目のですね、阿久根南部

地区の計画をですね、農村振興基本計画策定、活性化計画策定、営農環境整備事業実施計画

書作成を行われてるんですが、この南部地区について、主な地区と整備の内容ですね、わか

ってたら、一番主なところ、２、３か所でいいですので、わかってる範囲で教えていただけ

ないでしょうか。 

谷口農政課長 

仮屋園委員のお答えいたします。主な地区といいますと、北部地区が折口から北部の脇本

地区でございました。今回は、折口から南のほうというふうに全体的にはくくってございま

す。それから整備の中身といたしましては、主に水田においては老朽化した水路の取り換え

といったものが主なものでございます。それから、農道の整備も二路線ございます。ほかは

圃場整備が２か所を予定をしております。主なものとしてです。 

仮屋園一徳委員 

南部については、全体的な地区については理解するんですけど、考えたとき、山下地区は

別にして、北部からすると南部のほうは非常に農地が少ないのかなと思ったものですから、

質問したんですけど、最終的な計画はこれからということで理解してよろしいんですかね。

確定地区は。 

谷口農政課長 

仮屋園委員にお答えします。今、もうすでに計画書ができあがっております。県のヒアリ

ング、それから農政局のヒアリングももう始まっておりまして、今、その中で国・県のほう

から不足している資料の提出を求められたりという作業を今、やっておりまして、もう近い

うちに、恐らく箇所がぴしっと決まってくるというふうに思っております。 

以上でございます。 

牟田学委員長 

ほかに。なければ、認定第１号中、農政課所管の事項について、審査を一時中止いたしま

す。 

 

（農政課退室、農業委員会入室） 

 

次に、認定第１号中、農業委員会所管の事項について審査に入ります。 

事務局長の説明を求めます。 

谷口農業委員会事務局長 

それでは、農業委員会所管分について、御説明いたします。初めに新規事業等に係る事業

の執行による行政効果等についてですが、国は、農地の管理と利用集積を更に推進するため

の施策として、全国の各農業委員会が持っている農地台帳について農地台帳システムの改修

を行うこととしましたので、本市農業委員会においても、全額県補助金で農地台帳システム

改修業務委託を実施いたしました。現在、整備した項目の入力及び確認等を行っており、実
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際のシステム稼働は平成２８年度からの予定でございます。 

次に、決算につきまして、歳出から御説明いたします。決算に関する説明書は、４３ペー

ジ、事項別明細書では４０ページから４１ページになります。６款農林水産業費１項農業費 

１目農業委員会費でありますが、事務局職員４名の人件費と農業委員１２名の報酬及び鹿児

島県農業会議への負担金が主なもので、執行率は９９．３６パーセントであります。１節報

酬の支出済額６６２万７，８１２円は、農業委員１２名分の報酬でございます。１９節負担

金補助及び交付金の支出済額１７万４，０００円は、県農業会議拠出金１５万３，０００円

が、主なものでございます。 

次に説明書の４６ページ、明細書では４３ページから４４ページになります。８目農業者

年金事務費でありますが、農業者の老後の安定を図るため、加入促進活動や農業者年金裁定

請求事務等を行っているもので、８節報償費の支出済額８万２，５００円は、農業者年金加

入促進のため、加入推進委員が個別訪問等を実施した際の活動謝金であります。 

次に説明書の４７ページから４８ページ、明細書では４５ページから４６ページになりま

す。１２目農地利用対策事業費でありますが、これは、農地利用集積及び機構集積支援事業

に係る経費でございます。８節報償費の１００万４００円は、農業委員が農地流動化や遊休

農地解消のため活動した行動費に対する謝金です。１３節委託料の支出済額２１６万円は、

冒頭説明いたしましたとおり、農地台帳システム改修業務委託料でございます。 

次に、歳入について説明いたします。説明書の１２ページ、明細書では６ページをお開き

ください。１２款使用料及び手数料２項４目１節農業手数料の収入済額１１万９，６５０円

は、各種証明手数料や嘱託登記手数料です。 

次に説明書では１６ページになります。明細書では１１ページをお開きください。１４款

県支出金２項５目１節農業費補助金でありますが、農業委員会所管分は、農業委員会費の１

８１万８，０００円と、国有農地等管理処分事業交付金２万５，０００円のほか、機構集積

支援事業費１６４万６，０００円及び冒頭説明いたしました、農地台帳システム整備事業費

２１６万円でございます。このうち機構集積支援事業費１６４万６，０００円と農地台帳シ

ステム整備事業費２１６万円につきましては、歳出の６款１項１２目の農地利用対策事業費

に財源充当しているものでございます。 

次に説明書の２１ページ、明細書では、１６ページをお開きください。１９款諸収入４項 

４目１節農業費受託事業収入の収入済額５６万９００円は、農業者年金の年金受給者数・被

保険者数・新規加入者数などを基礎として算出しました金額を、独立行政法人農業者年金基

金から事務費として交付されております農業者年金業務受託手数料でございます。５項４目 

２０節雑入のうち農業委員会所管分は、説明書の２２ページの上から１４行目、全国農業新

聞普及推進助成金の４万６，０００円でございます。その他、各種事業の成果等につきまし

ては、別冊主要事業の成果説明書の５７ページを御参照いただきたいと思います。 

以上で、農業委員会所管分についての説明を終わりますが、答弁につきましては、私と次

長でお答えいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

事務局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

[「なし」と呼ぶ者あり。] 

 なければ、認定第１号中、農業委員会所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 この際、暫時休憩します。 

 

（農業委員会退室、水産林務課入室） 

 

（休憩 １５：１８～１５：２９） 

 

休憩前に引き続き委員会を開きます。 
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次に、認定第１号中、水産林務課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

山平水産林務課長 

認定第１号、平成２６年度阿久根市歳入歳出決算のうち、水産林務課所管分について、主

なものを説明いたします。まず、６款２項林業費について、歳出から説明いたします。決算

に関する説明書は４８ページ、事項別明細書は４６ページをお開きください。１目林業総務

費は、当初予算額２，２１４万６，０００円に対して、人件費７７２万４，０００円を減額

補正し、予算現額は１，４４２万２，０００円で、支出済額は１，４２５万９，１１３円で

あり、執行率は９８．８７％であります。減額補正の主な理由といたしましては、平成２６

年度当初予算編成時点では、林務係の職員が３名でありましたが、平成２６年４月１日付の

人事異動により、職員数が１名減となったことにより、人件費７７２万４，０００円を減額

補正したものであります。 

次に、２目林業振興費について、説明いたします。当初予算額１億３５４万９，０００円

に対して、２，２８３万５，０００円を増額補正し、予算現額は１億２，６３８万４，００

０円で、支出済額は１億１，９９４万６，５６２円であり、執行率は９４．９１％でありま

す。増額補正の理由といたしまして、臨時交付金事業の５１７万３，０００円、猪被害防止

事業の２１７万５，０００円と、イノシカ肉流通対策事業の１，７６２万５，０００円の増

額が主なものであります。 

以下、主なものを説明いたします。決算に関する説明書は、同じく４８ページ、事項別明

細書は４７ページになります。８節報償費４９２万９，４００円のうち、主なものは、３行

目にあります、有害鳥獣捕獲謝金４６８万３，４００円で、イノシシ２５０頭、シカ４６５

頭、タヌキ・アナグマ９６頭、サル２頭、ノウサギ６羽、カラス１７羽、ドバト３羽の捕獲

謝金であります。１３節委託料１，１５８万４，８６０円のうち、主なものは、決算に関す

る説明書の委託料の６行目にあります、竹林整備業務の２３２万２，０００円と、８行目に

あります、有害鳥獣被害捕獲対策推進業務の７８０万円であります。竹林整備業務につきま

しては、里山林機能回復事業を活用し、尾崎地区の竹林整備を行ったものであります。また、

有害鳥獣被害捕獲対策推進業務につきましては、農林産物の被害相談に即応するため、解体

処理施設いかくら阿久根が建設されたことに伴い、平成２５年度からの新規事業として、農

林産物の鳥獣被害の軽減、予防策等の早期解決を図るため、阿久根有害鳥獣捕獲協会と脇本

有害鳥獣捕獲協会に委託を行ったものでありますが、平成２５年８月１６日に、一般社団法

人阿久根市有害鳥獣捕獲協会が設立され、平成２６年度からは当協会に委託し、各地区に協

力員の配置、わなの見まわり、捕獲体制、被害報告などの即対応が可能となり、協会員の捕

獲意欲も高まり、被害の拡大に歯止めをかけていると思っております。１５節工事請負費の

３，７８５万９，０００円は、元気臨時交付金事業作業道鷹首線舗装工事ほか、２件の林道

舗装工事と、１件の林道改修工事を実施したものであります。決算に関する説明書は、４８

ページから４９ページになります。１９節負担金補助及び交付金は、紫尾幹線林道維持管理

協議会ほか２件の負担金２３７万２，５００円と、猪被害防止事業ほか８件の補助金５，４

３２万３，１５４円であります。負担金の主なものといたしましては、紫尾幹線林道維持管

理協議会の２２９万３，０００円であります。 

次に補助金の主なものといたしましては、決算に関する説明書の補助金の１行目にありま

す猪被害防止事業の７０７万７，０００円、４行目にあります、作業道急坂局部舗装事業の

５４７万４，０００円と、７行目にあります、イノシカ肉流通対策事業の３，４２２万２，

０００円のほか６件であります。猪被害防止事業につきましては、有害鳥獣捕獲にかかる捕

獲隊員の出動手当６６３万１，０００円、捕獲器用えさ代２０万円、ハンター保険料、５９

人分でありますが、２４万６，０００円の合計であります、７０７万７，０００円の実績と

なっております。作業道急坂局部舗装につきましては、１１路線の９２５メートルの事業実
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施に対しまして補助を行い、林産物の運搬の利便性や、竹林改良が促進されてきたところで

あります。また、竹林改良促進支援事業、いわゆる竹チップ補助につきましては、平成２４

年度からの新規事業であり、平成２６年度も継続事業として予算計上し、１，９１１．６３

トンの１９１万１，６３０円の実績となったところであります。なお、竹材受入れ事業者か

らの情報では全体で補助対象以外も含めて約２，２４８．８７トン程度の搬出実績があった

との報告を受けているところでございます。イノシカ肉流通対策事業につきましては、平成

２５年６月２０日に獣肉の処理加工施設いかくら阿久根が完成したことに伴う平成２５年度

の新規事業でありまして、解体処理や猟期中の捕獲謝金でありますが、本施設が建設された

ことや、本事業を実施したことにより、捕獲意欲が向上し捕獲実績も前年度を大きく上回り、

有害鳥獣被害捕獲対策推進業務と同様、被害の拡大に歯止めをかけているものと思っており

ます。本年度も引き続き継続実施し、農林産物の被害軽減を図っているところであります。

なお、捕獲実績といたしまして、捕獲期と猟期あわせまして、平成２５年度が、イノシシ３

６０頭、シカ４１８頭の計７７８頭でありましたが、平成２６年度は、イノシシ５００頭、

シカ７８０頭の計１，２８０頭となりました。平成２７年８月末現在では、イノシシ１３０

頭、シカ３１９頭の計４４９頭となっているところでございます。 

次に、３目市有林造成費について、説明いたします。当初予算額８２６万７，０００円に

対して、７６万３，０００円減額補正をし、予算現額は７５０万４，０００円であります。

支出済額は、７３４万７，５７５円であり執行率は、９７．９２％であります。減額補正の

主な理由といたしましては、松くい虫被害秋期駆除事業として阿久根大島の松の被害時に伐

倒・焼却作業を行うものでありますが、５月に県の委託事業として松くい虫特別防除事業を

行い、以後、被害が出なかったことから関係事業費の全額を減額したものであります。 

以下、事業の主なものを説明いたします。１２節役務費の主なものは、森林国営保険加入

料３８３万３２０円であります。 

次に、災害復旧関係に移ります。決算に関する説明書は６８ページ、事項別明細書は６９

ページをお開きください。１１款４項３目単独林業施設災害復旧費について、説明いたしま

す。当初予算額３５０万円に対して、支出済額は３１９万５，３７５円であり、執行率は、

９１．３０％であります。主なものといたしましては、１４節使用料及び賃借料ですが、梅

雨時期や台風等での林道内への崩土・倒木などの被害に際し、グレーダー等の重機借上げに

より、崩土等の除去を行い、通行の安全確保等を行ったものであります。 

次に、水産業費について、説明いたします。決算に関する説明書は４９ページ、事項別明

細書は４８ページをお開きください。６款３項１目水産業総務費は、当初予算額４，１４８

万４，０００円に対して、人件費を５万４，０００円増額補正し、予算現額は４，１５３万

８，０００円で、支出済額は４，１１１万４，３５８円であり、執行率は９８．９８％であ

ります。それでは、主なものについて、説明いたします。２節給料から４節共済費につきま

しては、課長と栽培漁業センター職員２名、水産係３名の計６名の賃金や社会保険料等であ

りますが、時間外勤務手当の増額補正が主な理由であります。１９節負担金補助及び交付金

の支出済額５１万９００円は、決算に関する説明書の負担金の１行目にあります阿久根警察

署管内沿岸防犯連絡協議会以下、６つの協議会や協会への負担金であります。２目水産業振

興費は、当初予算額５，４６９万７，０００円に対して、１９節負担金補助及び交付金の水

産物流通対策事業及び農林漁業体験民泊誘致事業など、３８４万５，０００円を減額補正し、

予算現額５，０８５万２，０００円、支出済額４，６３５万３，８４１円であり、執行率は

９１．１５％であります。減額補正の主な理由といたしましては、事業を計画していた団体

が事業を実施できなかったため、農林漁業体験民泊誘致事業補助金２３６万１，０００円の

減額と、事業実績に伴い、水産物流通対策事業補助金１９８万４，０００円の減額が主なも

のであります。 

以下、主なものを説明いたします。決算に関する説明書は、４９ページから５０ページ、

になります。１９節負担金補助及び交付金の支出済額４，３５８万２，９２２円は、決算に
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関する説明書の負担金の２行目に記載のとおり、藻場・干潟等保全活動支援事業ほか１件の

負担金と、４９ページの補助金の次ページ、５０ページにあります水産物流通対策事業ほか、

１０件の補助金であります。補助金の１行目にあります、水産物流通対策事業のうち、地元

漁船に対する氷代補助の実績につきましては、対前年度比で水揚数量８２％、金額１０４％、

氷代は計画に対しまして９３％の執行率でありました。対象者数は延べ２，１３８人、補助

金額は２，７０１万５，９５８円であります。主な魚種別の対前年度比といたしましては、

マイワシ２４％、ウルメイワシ６２．２％、カタクチイワシ１３９．９％、キビナゴ１０８．

５％、サバ１５２．１％、マアジ６８．７％の水揚量となっております。補助金の５行目に

あります、商談会出展事業につきましては、昨年７月に東京で開催されたインターフード・

ジャパン２０１４、今年２月に開催されたシーフードショー大阪に出展をいたしております。

東京へは参加業者８社、商品のみ出展１社、大阪へは参加業者６社、商品のみ出展１社であ

り、商談会開催中に商談が成立することはありませんが、商談会後のサンプル送付や見積書

の作成など、その後の詳細な商談により取引を開始しているようでございます。また、商談

した会社や取引を始めた会社の紹介による新たな商談のほか、経営者やバイヤーが、生産現

場の視察や、他の商材を求めるために、阿久根に来ていただく機会が増えるなど、商談会に

出店する効果は非常に大きいと考えております。 

次に、補助金の６行目にあります、磯焼け対策事業につきましては、水産多面的機能発揮

対策事業による対策が行き届かない極めて浅い海域での食害対策として１８回、延べ１９９

人による駆除作業を実施し、その成果が表れてきているところでございます。 

次に、補助金の７行目にあります、栽培漁業後継者育成事業につきましては、北さつま漁

業協同組合から栽培漁業センターへ出向できていただいている職員１名に対する補助金であ

ります。２４節投資及び出資金の４０万円は、鹿児島県漁業信用基金協会に対する出資金で

あります。２５節積立金の支出済額１０万９，７３８円は水産振興基金利子であり、平成２

６年度末の基金残額は、５，５０３万３，６０５円であります。 

次に、３目漁港管理費について、説明いたします。事項別明細書は４８から４９ページに

なります。これにつきましては、補正はございませんでしたので、当初予算額、予算現額と

もに、８８２万４，０００円に対して、支出済額は７７４万１，４０４円であり、執行率は

８７．７３％であります。それでは、主な内容について、説明いたします。１３節委託料の

支出済額６２８万２，７６１円は、決算に関する説明書の委託料の３行目にあります、阿久

根漁港環境緑地施設の樹木管理業務が主なものであります。 

次に、４目漁港建設費について、説明いたします。当初予算では計上しておりませんでし

たが、３月補正により、可決いただきました県単漁港整備事業につきまして、予算現額、支

出済額ともに、７１９万３，０００円であり、執行率は１００％であります。 

主なものについて、説明いたします。１９節負担金補助及び交付金７１９万３，０００円

は、阿久根漁港水産基盤機能保全事業、漁港漁村活性化対策事業、県単漁港整備事業の負担

金であります。 

次に、５目栽培漁業センター費について、説明いたします。当初予算額４，１１０万１，

０００円に対して、１５節工事請負費のボイラー改修工事２７７万２，０００円を増額補正

し、予算現額４，３８７万３，０００円、支出済額４，０６２万１４２円であり、執行率は

９２．５９％であります。 

以下、主なものといたしましては、１節報酬１８４万８，２５７円ですが、技術嘱託職員

１名の報酬であり、４節共済費５４万７，２２６円は、技術嘱託員１名と作業員１名の社会

保険料等であります。７節賃金１６４万３，５５６円は、作業員１名分の賃金であります。

１１節需用費１，５７８万５，６６６円は、種苗生産用飼料、電気・水道・ガス・燃料費な

どの水光熱費、ボイラー、真空ポンプの修繕料などが、主なものであります。１３節委託料

１２４万５，２７８円は、決算に関する説明書の委託料の１行目にあります、警備業務ほか

５件の委託料であります。１５節工事請負費１，９１５万４，０００円は、栽培漁業センタ
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ーのグレーチング改修工事であります。なお、ボイラー改修工事２７７万２，０００円は、

工事請負費として補正予算に計上いたしておりましたが、需用費、修繕料に予算流用いたし

まして、ボイラー修繕を行ったものであります。 

次に、歳入について、説明いたします。決算に関する説明書は１０ページ、事項別明細書

は５ページをお開きください。１２款１項４目農林水産業使用料２節林業使用料は、鶴川内

集会施設、及び山村開発センターの使用料が主なものであり、３節水産業使用料のうち水産

林務課所管分は、第１種漁港及び、栽培漁業センターの電柱占用料であります。決算に関す

る説明書は１２ページ、事項別明細書は６ページをお開きください。１２款２項４目農林水

産業手数料２節林業手数料は、愛鳥飼育許可、メジロ１４羽分の許可手数料であり、３節 

水産業手数料は、船員手帳交付手数料１５件分であります。 

次に、決算に関する説明書は１６ページ、事項別明細書は１１ページになります。１４款 

２項５目２節林業費補助金は、決算に関する説明書に記載のとおり、森林整備地域活動支援

事業費ほか３件の補助金であり、３節水産業費補助金は、藻場・干潟等保全活動支援推進事

業交付金と、鹿児島県地域振興推進事業の補助金であります。 

次に、決算に関する説明書は１８ページ、事項別明細書は１３ページをお開きください。

１４款３項５目２節林業費委託金は、松くい虫特別防除事業費と市町村権限移譲交付金であ

り、３節水産業費委託金のうち、水産林務課所管分は、漁港使用料徴収費と、港勢調査費で

あります。 

次に、決算に関する説明書は１９ページ、事項別明細書は１３ページをお開きください。

１５款１項２目利子及び配当金のうち、水産林務課所管分は、水産振興基金及び阿久根大島

名勝松造成基金であります。 

次に、事項別明細書は１４ページをお開きください。２項３目生産物売払収入１節生産物

売払収入のうち水産林務課所管分は、栽培漁業センターで、ヒラメ・アワビ・アカウニ・オ

ニオコゼの種苗を出荷した分の１，６６３万３，１２０円及び間伐事業分収交付金１４万６，

５２８円であります。 

次に、決算に関する説明書は２１ページから２２ページ、事項別明細書は１６ページをお

開きください。１９款５項４目２０節雑入のうち、水産林務課所管分は、雇用保険料及び原

子力立地給付金の一部と、漁港環境緑地施設照明使用料であります。なお、同じく、事項別

明細書の１６ページにあります、収入未済額５０９万３，０８８円のうち、水産林務課所管

分は、３９１万６，５０７円であります。これは、昨年の決算特別委員会で御説明申し上げ

ましたとおり、平成２５年度の体験型農林漁業推進事業の委託料の返納金でありますが、平

成２７年８月１０日付けで、鹿児島地方裁判所川内支部から、受託者から申立てのあった破

産手続開始通知書が届いたところであります。市といたしましては、裁判所に対し破産債権

届出書を提出しているところでございます。 

次に、決算に関する説明書は２３ページから２４ページ、事項別明細書は１７ページをお

開きください。２０款１項５目農林水産業債２節林業債２，９３０万円は、林道整備事業債

を活用し、市単独事業として林道の崩土除去作業費用と、有害鳥獣捕獲事業を起債活用した

ものであります。３節水産業債３，４２０万円は、阿久根漁港水産基盤機能保全事業債、水

産業活性化事業債、いわゆる氷代補助であります。と、商談会出展事業債であります。 

以上で、水産林務課所管の説明を終わりますが、主要事業の成果説明書は、５８ページか

ら６４ページに記載されておりますので、お目通しください。なお、新規事業や改良を加え

た点などについては、平成２６年度は特にございませんでした。答弁につきましては、私並

びに担当係長より答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

成果説明書の５９ページ、竹林改良促進支援事業、補助金１キロ当たり１円、パルプ用竹
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材と書いてありますよね、これは竹林、竹を切ってパルプに売られる方の話だと思うんです

が、大体阿久根市に何人くらいおられて、そして補助金は１円なんだけど、売り上げは幾ら

ぐらいになるのかですね、キロ当たりといいますかね。 

山平水産林務課長 

山田委員にお答えいたします。阿久根市の竹材利用組合の組合員数は８４人であります。

予算といたしましては２５０万ほど、２，５００トンの２５０万ほど、１キロ当たり１円と

いうことで計上をしておりましたが、決算といたしましては、１９１万１，６３０円、トン

数が１，９１１．６３トンとなっております。それとあと、実際吉野木材に持って行かれる

方につきましては７．５円、吉野木材から７．５円の助成が出ておりますので、それと市か

ら１円、１キロ当たり８．５円の部分が組合員に金額が入ることになります。 

山田勝委員 

私は８４名の人がな、みんな竹を切って吉野木材に売いけ行かっていうことはないと思う

わけよな。ないと思う。だからやはりここ辺り、ここはやはり正確に把握をして、現実に例

えば、仮に２トンですかね、仮に２００トンとしてもですね、かなりの金になるわけですか

らね、ですからそこも十分把握をして、そして市が支援できるところは支援してですね、確

実な数字を把握して、そして支援できるところは支援して、ちゃんとやっぱり、それで少な

くとも活性化できるような方法を講じてやらないかんと思うんですよね。だからこう言う。

これは私が投げかけるだけで結構ですよ、今後の問題として。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかに。 

白石純一委員 

成果説明書の５８ページ、６款２項２目ですか、イノシカ肉流通対策事業、一番下ですけ

れども、このちょっと御教示ください。解体作業指導したのがイノシシが５００頭とシカ７

８０頭で、猟期中の捕獲謝金は２５０頭と３１５頭ということは、市外からも持ち込まれて

いるということですか。 

山平水産林務課長 

市外からの持ち込みはございません。そこの説明については、担当係長がいたします。 

大野林務係長 

お答えします。４月から１１月１５日までは猟期じゃないもんですから、市のほうが有害

鳥獣の法人捕獲の指示を出すんです。その時はさっきあった報償費のほうから謝金として出

るんですが、１１月１６日以降は、猟期になるもんですから法人捕獲は出ないんです。です

けども、猟期であっても個体数を減らすのは同じだということで、報償費という形ではなく

て、イノシカ肉流通対策事業の中でいかくら阿久根に持ち込まれたやつに対しては法人捕獲

と同じように捕獲謝金を出すという形になっております。そこで補助事業のほうに入ってお

ります。 

白石純一委員 

わかりました。もちろん農業・林業に被害を与えないように捕獲をするということは大事

なことだと考えますし、また肉をですね、ジビエとして売り出して経済の活性化に資すると

いうことも大変進めていただきたいと思っていますが、このイノシシ、シカについてもやは

り生態系の一部であることには変わりなくてですね、あんまり乱獲しても、絶滅状態になる

ことも、もちろん避けなければいけないと思うんですが、年間何頭までというような上限等

はあるんでしょうか。 

大野林務係長 

３月に開かれます阿久根市有害鳥獣捕獲対策協議会の中で、大体の捕獲数の計画はしてお

ります。ですが、一応計画は立てるんですが、一応５００頭と立てたとしても、それ以上に

山の奥から市街地のほうに出てきているもんですから、超えても制限があるというわけでは

ありません。 
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以上です。 

牟田学委員長 

ほかに。 

野畑直委員 

説明書の４８ページ、６款２項２目林業振興費の備品購入費の中の６８万９，１４８円と

なっておりますけれども、この有害鳥獣捕獲器の購入の内容を教えてください。 

山平水産林務課長 

野畑委員にお答えいたします。イノシシ用の捕獲器と小動物用捕獲器の購入費用でありま

す。イノシシ用捕獲器、大きな捕獲器に、箱わなになるんですが、それが１０個と小動物用

捕獲器ということで、小さい箱わなでムジナとかタヌキ用の箱わなになります、これが３機

であります。 

以上です。 

野畑直委員 

大きな分で、イノシシとシカも同じ捕獲器でいいんですか。 

山平水産林務課長 

イノシシとシカは同じ捕獲器になります。 

野畑直委員 

これまでですね、ずっと買われてきてると思うんですが、トータルの数量がわかれば教え

てください。 

山平水産林務課長 

２７年の８月末現在でイノシシ用捕獲器が、これはシカにも該当するわけですが、１０９

機、それと小動物用捕獲器ということで、小さい箱わなのほうが４３機、それと獣を移送す

る、移送用コンテナが４機、購入をしております。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり。] 

なければ、認定第１号中、水産林務課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 

（水産林務課退室） 

 

本日の審査は終了いたしましたが、委員の皆さまから何かございませんか。 

山田勝委員 

財政課にですね、平成２６年度の消耗品の単価表とですね、消耗品の購入金額、そして納

入業者を提示してください。資料として出してください。お願いします。 

竹原信一委員 

今の市民会館の図面を開示いただいておりますけれども、安全性について川畑安則氏が、

参考人招致された川畑安則氏も非常に現状に対して危惧しておられます。専門的な点から見

ていただきたいと思いますので、川畑さんへの開示をお願いしたいと思います。 

牟田学委員長 

以上２件について、皆さま方、御異議はありませんか。 

[濵﨑委員「川畑さんへの開示ってどういうことですか」という。] 

[竹原委員「見ていただく、図面を見ていただく、閲覧。」という。] 

よろしいですか。資料請求と閲覧の件はそのようにいたします。 

ここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり。] 

御異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。あすは午前１０時より再開いたしま
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す。 

もう一つすみません、現地調査をですね、最終日にお諮りしますけれども、明日の日程が

終了時に１回お諮りしますので、現地調査を考えていらっしゃる委員は、そこの場所とかい

ろいろ考えておいてください。 

以上で終わります。 

 

（閉 会  １６時１２分） 

 

決算特別委員会委員長   牟 田  学          

 


